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午前９時29分開議 

○議長（水元 正満君）  ただいまから第３回定例会の２日目を行いたいと思っております。 

 本日は一般質問となっております。台風も非常に心配されましたけれども、国富町におかれま

しては、大きな被害もなかったということで、非常に安心をしているところであります。 

 また、本日は傍聴席に多くの町民の方が傍聴に来ていただいております。本当にありがとうご

ざいます。ぜひ、議会に対しても皆さん方のこれからも御理解と御支援をよろしくお願いしたい

と思っております。 

 議員におかれましては、ぜひ、町当局と熱戦を繰り返していただき、町民のための討論をして

いただきたいと思っております。 

 ただいまの出席議員の数は１３名であります。定足数に達しておりますので、本日の会議を開

きます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．一般質問 

○議長（水元 正満君）  日程第１、一般質問を行います。 

 それでは、質問通告がなされておりますので、順次これを許します。 

 最初に、武田幹夫君の一般質問を許します。武田幹夫君。 

○議員（３番 武田 幹夫君）  皆さん、おはようございます。傍聴席には多数おいでいただき

まして、まことにありがとうございます。夏の猛暑も一段落というところでしょうか。全国的に

集中豪雨、猛暑と、毎年毎年被害の状況がひどくなっているような気がいたします。今夏の台風

２１号も日本列島に大変な被害をもたらしました。１日も早い復旧が急がれるところであります。 

 そういう中、町長を初め、職員の方々の気苦労は大変だろうとお察しいたします。今回は質問

の前にうれしいニュースが飛び込んできましたので、お話をさせていただきます。 

 今月、定例会の議長の冒頭挨拶でも話をされましたが、私の母校でもあります森永小学校生徒

を中心にしたバレーボールチーム、くにとみＪＶＣが県予選を勝ち抜いて全国大会に出場いたし
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ました。「想いをつなぎ、跳ぼう未来の空へ！」という大会テーマのもと、川崎市とどろきア

リーナで男子、女子、男女混合の決勝トーナメントが行われました。準優勝という快挙をなし遂

げてくれました。宮崎県国富町の誇りでもありますとともに、バレーボールをやっている少年少

女の目標や自信にもつながると思います。 

 また、子供たちは本庄中学校に入学してバレーボールを続けてくれると思いますが、子供たち

の能力を十分発揮できるように、本庄中学校バレーボール部の創部に向けて、環境整備を教育委

員会にお願いをいたしたいと思います。これまで御指導いただいた監督、コーチの方々にお礼を

申し上げたいと思います。本当におめでとうございます。 

 それでは、通告に従いまして質問いたしますので、町長、教育長、担当課長のわかりやすい明

快な答弁をどうぞよろしくお願いをいたします。 

 まず初めに、人口減少の対策の移住定住についてお伺いをいたします。本町ホームページ内の

フィールドミュージアム構想、ビデオの効果もかなりあると思いますが、今年度から町長の人口

減少対策の取り組みの一つに若者定住促進事業が予算化されています。その中の、働く若者定住

促進奨励金について、現時点で国富町への移住定住の実績をお伺いをいたします。 

 次に、森永小学校付近の通学路についてでございますが、森永の信号機より向高線の一部に歩

道の設置がなく、幅員も狭く、また、道路が下り坂になっており、通勤時間帯と重なり、車両が

かなりのスピードで通行しております。この道路を向高、森永の子供たちが登校している状況に

あります。そういうことから、子供たちの事故が危惧されるところでありますが、この道路

１５０ｍに歩道の設置はできないか、お伺いをいたします。 

 次に、子供の貧困についてでございますが、本町の子供の貧困の状況と対策をお伺いをいたし

ます。 

 以上、壇上からの質問を終わり、あとは自席より質問させていただきます。 

○議長（水元 正満君）  それでは、答弁を求めます。町長。 

○町長（中別府尚文君）  それでは、武田議員の御質問にお答えをいたします。 

 まず、国富町への移住定住の実績についてであります。人口減少対策のひとつに、本年度新規

事業として、若者定住促進基金を活用した働く若者定住促進奨励金交付事業に取り組んでおりま

す。この事業は、本年７月６日付で内閣府より地域再生計画の認定も受け、企業版ふるさと納税

の中にも盛り込んでおります。 

 事業の内容は、本年４月１日以降に国富町に転入し、住宅を新築・購入等をした者、または民

間賃貸住宅に入居した者に対して、それぞれ交付要綱に基づき奨励金を交付するものであります。

本奨励金に関する交付実績は今のところありませんが、問い合わせや相談件数は約２５件、その

うち住宅新築等に該当すると思われるものが１４件、民間住宅賃貸の対象になると思われるもの
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が６件ほどあり、既に交付申請を受け付けているものが１件となっております。 

 次に、森永交差点から森永農村広場間の歩道設置についてであります。本路線であります町道

向高須志田線の森永農村広場入り口から県道南俣宮崎線交差点までの延長７２０ｍ間については、

平成１９年度から平成２７年度にかけて歩道及び歩道橋を整備しております。御指摘の区間につ

きましては、町道の両側に用地取得が困難と思われる箇所があり、やむを得ず歩道の設置はして

おりません。しかし、今後、状況に変化があり、もし可能となれば、制度事業導入も含め、歩道

設置に向け努力してみたいと考えております。 

 次に、本町の子供の貧困状況と対策についてであります。まず、子供の貧困状況ですが、全国

の子供の貧困率は平成６年以降、上昇傾向にあり、平成２４年には１６.３％と過去最高の水準

となっていましたが、平成２７年には１３.９％と低下し、１２年ぶりに改善しております。国

によりますと、景気が回復し、子育て世代の所得が上向いたためと見ています。本町における子

供の貧困状況につきましては、国と同じ基準に基づく数字の確定が困難なため、把握はしており

ません。 

 貧困を含めた子育て支援対策としましては、子ども医療費の完全無料化や保育料の助成、母

子・父子家庭の医療費助成、児童扶養手当の支給、遺児等入学支度金、さらには一日父・母親事

業など、幅広い分野に多種多様な事業を展開しているところです。 

 また、先般は東諸地域福祉コーディネーター連絡会の主催により、高齢者から子供たちまでが

食事を通して交流をする、「るんるん食堂」を試行的に開設したところで、これにスタッフを含

めますと１００名を超える参加者があったところです。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（水元 正満君）  補足答弁はありませんか。武田幹夫君。 

○議員（３番 武田 幹夫君）  まず、移住定住についてですが、ことしの１月１日現在の現住

人口は１万９,０９０人でした。８月１日現在、１万８,８８３人となっておりますが、ものすご

い早さで人口減少が進んでいると思います。もう既に２０７名減少しておりますが、減少の理由、

内訳をお伺いをいたします。 

○議長（水元 正満君）  答弁を求めます。企画政策課長。 

○企画政策課長（瀬尾 孝徳君）  人口減少の内訳と要因についてお答えいたします。 

 ことし１月１日から８月１日までの人口動態内訳は、社会動態では転入が３７３人に対し、転

出が４８４人で差し引き１１１人の減。自然動態では出生が６６人に対し死亡が１６２人であり

まして、差し引き９６人の減であります。議員が言われましたように、合計で２０７人の減少と

なっております。ただ、７月から８月にかけては、自然動態では１９人の減でありましたが、社

会動態は１０人の転入増であり、実質合計の９人マイナスでありました。本町では転出超過及び
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自然減が人口減少の主な原因となっており、特に自然減は、今後しばらく続くことが予想されて

おります。今後は、若者世代の定住対策や出生数の増加対策が緊急の課題であると考えておりま

す。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（水元 正満君）  武田議員。 

○議員（３番 武田 幹夫君）  私が３月議会でも質問いたしましたが、そのときの２０２０年

度の人数が大体１万８,８００台だったと思いますが、もう２年前倒しで進んでいるような気が

いたしますが、もう一度考えてみていただきたいと思います。 

 続きまして、次に、農業用地についてお伺いをいたします。 

 ここ二、三年で、農地だけど家が建てられますかと相談に来られた方々の人数をお伺いをいた

します。 

○議長（水元 正満君）  農地整備課長。 

○農地整備課長（長嶺 善行君）  過去３年間、２７年から２９年の間で農業振興地域の農用地

区域の見直しの相談、いわゆる農振除外の中で、住宅建築に関しての相談があった件数は５件で

あります。その各案件について、県との事前調整を行っております。５件のうち、農振除外申請

を受理したものは２件となっております。受理した案件につきましては、県の同意が得られてお

りまして、残り３件については、他の法律での許可が見込めない、白地での検討余地があるなど

で、県の同意が得られていなかったものであります。相談者には、その都度、事前調整の結果を

伝えております。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（水元 正満君）  武田議員。 

○議員（３番 武田 幹夫君）  ここ二、三年で５名の方が相談に見えたということですが、電

話での問い合わせもかなりあったんではないかと思います。町内に移住したいという気持ちがあ

るから、電話での問い合わせ相談があったんだろうと思います。そういう方々のためには、ぜひ

本町においでくださいということで、本町に来ていただいて、解決方法があれば親身になって、

こうだったらこう建てられますよとか、そういう細かなことまで、来られた方には、ぜひとも今

後相談に乗っていただきたいと思います。本町に定住していただくお客様ですので、ぜひよろし

くお願いをいたします。 

 次に行きますが、今年度の移住定住の実績が、今１件ということですが、実績から見ても、町

外からの移住定住はかなり労力を使っても、現状から町外からの移住はなかなか難しいと思いま

す。現在は、町外からの移住しか働く若者定住促進奨励金が受けられないということですが、町

内から町内、町の指定を受けた地区への移住でも、この支援事業が受けられないか、お伺いをい
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たします。 

○議長（水元 正満君）  答弁を求めます。企画政策課長。 

○企画政策課長（瀬尾 孝徳君）  この働く若者定住促進奨励金交付事業の目的は、国富町ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略での将来人口の推計が当初の推計よりも減少が進むことから、若

者世代の転入を促進する手段としまして、緊急的かつ期間限定で実施するものであります。した

がいまして、現段階では町内在住者における新築住宅等を対象とした奨励金の交付は考えており

ませんが、新規事業としてスタートしたばかりでありますので、事業による効果等を検証してい

きたいと考えております。 

 また、転居に伴う増改築等については、商工会で行っております経済・生活支援対策事業、リ

フォーム事業と言っておりますが、これで対応できるものと思っております。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（水元 正満君）  武田議員。 

○議員（３番 武田 幹夫君）  例えば、著しく人口減少が進んでいる地区を指定地区と定めて

いただいて実施できないかですが、私も今現在、集落に住んでおりますが、ここ２０年ぐらい町

外からの移住は１件もございません。息子さん、娘さんが帰ってこられた方はおられますが、ち

ょっと視点を変えてはどうでしょうか。 

 町内から町内というのには理由がありまして、ことしの３月議会で触れましたが、生まれ育っ

た若者が結婚して、地元集落に移住定住して、親元近くなら気持ちにも余裕ができ、子供のいる

夫婦でしたら、子供が１人から２人、２人から３人、３人から４人は余りいないと思いますが、

私は子供も自然とふえてくるのではないかと思います。移住した時点では人口減少は変わりませ

んが、１年後、２年後、人口増に期待できるのではないかと思います。 

 また、相乗効果として、少子化対策、地区・集落の活性化、二重にも三重にも、この効果が出

てくると思います。 

 また、町内の建築業者の方々の営業戦略にもなると思います。業者の方々も力がはいり、働く

若者定住促進奨励金の話を各地区で必ずされると思います。移住定住が国富町全体で促進される

と思います。そのまた業種に携わる土木、水道、電気、内装、外装、瓦などなど、職種もさまざ

まな業者の営業利益にも貢献できるのではと思いますので、ぜひ要望としてお願いをいたします。

移住定住は終わります。 

 次に、通学路の件ですが、森永の信号機より向高線の一部１５０ｍに歩道の設置の件ですが、

事情からなかなか歩道の設置は難しいとのことです。現時点で何か対策があればお伺いをいたし

ます。 

○議長（水元 正満君）  答弁を求めます。都市建設課長。 
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○都市建設課長（武田 孝章君）  お答えいたします。 

 歩道のない生活道路や通学路などの交通安全対策としましては、一般的に路面に着色し運転者

の視覚効果を狙ったグリーンベルトの設置、立体に見える路面標示を行うソリッドシートの設置、

標識の設置等が考えられますが、どの方法が現地に適し効果があるかなど検討課題もありますの

で、今後、調査研究をしていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（水元 正満君）  武田議員。 

○議員（３番 武田 幹夫君）  ソリッドシートの効果が期待できるということを私は思ったん

ですが、できるだけ早く、ソリッドシートの設置検討をお願いをいたしたいと思います。現在は、

きょうはお見えになっているかわかりませんが、森永の区長さんが毎日、登校時には子供たちの

安全確認のために通学路に立っていただいております。見守りをしていただいております。子供

たちに声かけまでしていただいて、本当にありがたいなと思っているところです。森永小校区内

では、区長さんを初め、地域、学校、家庭がともに子供たちを育てるという模範だと私は思って

おります。これからもどうぞよろしくお願いをいたします。 

 以上、通学路についての質問を終わります。 

 次に、子供の貧困についてお伺いをいたします。ひとり親になる原因として、死別、離別等が

考えられますが、本町のひとり親世帯の人数をお伺いをいたします。 

○議長（水元 正満君）  答弁を求めます。重山福祉課長。 

○福祉課長（重山 康浩君）  ことし７月末現在の児童扶養手当支給のデータをもとに御説明し

ますが、ひとり親の世帯は２９１世帯で、子供の人数は４１０人となっております。 

 以上、お答えします。 

○議長（水元 正満君）  武田議員。 

○議員（３番 武田 幹夫君）  町内にもこれだけのひとり親世帯の件数があって、そういう子

供たちがいらっしゃるということは、何とも言いようがありませんが、ぜひこういう家庭を、十

分これからも、できる限りの支援をお願いをいたしたいと思います。 

 次に、本町の独自の事業ですが、小学校、中学校、高等学校に入学前の遺児等入学支度金につ

いてお伺いいたしますが、対象人数と金額についてお伺いをいたします。 

○議長（水元 正満君）  答弁を求めます。福祉課長。 

○福祉課長（重山 康浩君）  本年４月に入学前に支給しました遺児等入学支度金で説明いたし

ます。 

 まず、小学生が１人当たり３万円の１６人で４８万円、中学生も同じく１人当たり３万円の

３０人で９０万円、そして高校生が１人当たり４万円の３０人で１２０万円となりまして、支給
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対象者７６人に対しまして２５８万円を支給しております。 

 以上、お答えします。 

○議長（水元 正満君）  武田議員。 

○議員（３番 武田 幹夫君）  この事業は町の独自の事業ということで、予算の関係もありま

すが、大変でしょうが、高校入学が一番お金がかかると私もいろいろ聞いております。私も３人

子供がおりまして、高校に入るときの金額を聞くと、本当にびっくりするような金額でありまし

た。是非とも、高校入学の支給額の検討をよろしくお願いをいたしたいと思います。 

 次に、このような質問はしたくありませんが、確認のためにさせていただきます。親から暴言、

暴力を受けている子供はいないか、お伺いをいたします。 

○議長（水元 正満君）  答弁を求めます。教育総務課長。 

○教育総務課長（大矢 雄二君）  お答えいたします。 

 児童生徒に対する親からの暴言、暴力などの虐待につきましては、児童虐待防止法により学校

には早期発見に向けた努力義務、また、発見した場合の通告義務が課せられております。本年度

は虐待を含め、関係機関へ通告した事案は発生しておりませんけど、昨年度は１件あります。 

 以上です。 

○議長（水元 正満君）  武田議員。 

○議員（３番 武田 幹夫君）  その１件が本当にいいのかわかりませんが、本当に今、１件で

済んでいるということであれば、大変ありがたいというか、そういうことしか言えませんが、な

るだけこの１件がゼロ件になるように、またお願いをいたしたいと思います。 

 そこで、虐待を受けている子供たちがいるのであれば、学校が安住の地になっていると思いま

す。学校での様子は担任の先生が一番よくわかっていると思いますが、学校には悩みごとの相談

をする専門の先生はいらっしゃるのか、お伺いをいたします。 

○議長（水元 正満君）  答弁を求めます。大矢教育総務課長。 

○教育総務課長（大矢 雄二君）  お答えします。 

 学校には子供たちの悩みに専門的に対応するため、県が配置するスクールカウンセラー、ス

クールソーシャルワーカーがおります。スクールカウンセラーは臨床心理士などの専門的な資格

を有しており、虐待に限らず、子供や保護者の悩みを専門的な立場から対応していただいており

ます。また、スクールソーシャルワーカーは社会福祉士などの資格を有し、主に虐待などの家庭

的な問題に対し、関係機関との連携に基づいた対応を行っていただいております。 

 教職員としては、虐待の専門という立場の者はおりませんが、学級担任はもちろん、養護教諭、

生徒指導主事、学年主任、管理職などがチームとなって相談対応に当たっているところでありま

す。 
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 以上です。 

○議長（水元 正満君）  武田議員。 

○議員（３番 武田 幹夫君）  次に、一番大事なところですが、子供からはなかなか相談はし

ないと思います。そういう相談をしない子供たちの対応はどうされているのか、お伺いをいたし

ます。 

○議長（水元 正満君）  答弁を求めます。教育総務課長。 

○教育総務課長（大矢 雄二君）  虐待を受けている子供がみずから学校や周りの人に相談でき

ない場合の対応ということですが、その虐待に当たる行為を行っているものが、みずからの親な

ど身近な存在であることから、なかなかそのことを相談しづらいことは議員のおっしゃるとおり

だと思います。 

 しかし、学校は子供たちが、その１日の大半を過ごす場であり、教職員は日常的に子供たちと

長く接していることから、その変化に気づきやすい立場にあります。あざやけがなどの身体的な

変化や、いつもより元気がない、食欲がないなどのちょっとした変化に気づいてあげられるよう

努めていただいております。 

 以上です。 

○議長（水元 正満君）  武田議員。 

○議員（３番 武田 幹夫君）  ぜひとも、そういう対応で、その子供たちのチェックを、サイ

ンを見逃さないように、ぜひとも先生方にも周知徹底をしていただきたいと思っております。悩

みを持っている子供たちのためにも、安全性確認のためにも、迅速な対応をよろしくお願いをい

たします。場合によっては、情報を民生委員の方々と共有する必要があると思います。 

 最後になりますが、ひとり親世帯の子供たちを年に１回、動物園に連れていっていただいてい

る事業、一日父・母親事業は大変ありがたい事業だと思っております。また、若い職員の方々も

同行していただいたということで、子供たちと学校での話、部活の話、いろいろな話をしていた

だいたと思います。職員の方々の何気ない一言が子供たちに希望や勇気を与えたりするものです。

同行された職員の方々、本当にお疲れさまでした。これからも継続をぜひお願いをいたします。 

 先月、８月８日に町の改善センターで、「るんるん食堂」が開催されました。私も参加させて

いただきましたが、幼児から高齢者の方々まで約１００名前後の参加があったとお聞きいたして

おります。本当に皆さん、楽しそうに、にこにこしながらカレーを食べながら、私も一緒に、ち

ょっと小盛だったんですけどいただきました。そこで、交流プラザくにとみ屋もオープンしまし

たから、年に１回でも２回でも、できればおなかいっぱいおいしいものを食べてもらう企画もよ

いのではないかと思いますので、ぜひ検討をお願いをいたします。 

 これからの国富町を支えてくれる青年たちが、また恩返しをしてくれる青年たちも必ず出てく
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ると思いますので、ぜひよろしくお願いをいたします。 

 ちょっと早くなりましたが、以上で私の質問を終わります。本日はありがとうございました。 

○議長（水元 正満君）  答弁はございませんか。これで武田幹夫君の一般質問を終結いたしま

す。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（水元 正満君）  次に、飯干富生君の一般質問を許します。飯干富生君。 

○議員（７番 飯干 富生君）  おはようございます。日本共産党の飯干富生でございます。議

長の許可を得ましたので質問をさせていただきます。 

 質問の前に申し上げたいことがあります。沖縄県知事の翁長雄志氏が、この８月８日に膵がん

のため６７歳という若さで亡くなられました。今、沖縄県は政府がなりふり構わず推し進める名

護市辺野古新基地建設工事、これで大きく揺れております。この工事は環境保全や海底地質調査、

海洋生物対策等で承認手続に記載されていた工事の方法とは全く違う強引な手法で工事を行って

いるという重大な瑕疵があるとして埋め立て承認の撤回を表明されたばかりの時期でありました。

さぞや無念であったと思います。また、死の間際まで職務に徹された強い信念に敬意を表し、心

から哀悼の意と御冥福をお祈りしたいと思います。 

 この米軍普天間飛行場の移設に伴う新基地建設で沖縄県は８月３１日、埋め立て承認の撤回に

踏み切りまして記者会見が開かれました。謝花喜一郎、富川盛武両副知事の会見場所は現職知事

で亡くなった翁長さんが７月２７日に承認を撤回すると表明した同じ特別会議室でございました。

翁長さんの遺志によって撤回の権限を託された謝花副知事は、「翁長知事の強く熱い思いをしっ

かりと受けとめた上で、埋め立て承認処分の権限を有するものとして適正に判断した」と述べら

れました。 

 この翁長さんの死去に伴いまして、沖縄県知事選挙が行われます。普天間基地の無条件返還こ

そが沖縄県民の願いであることは、もはや疑う余地はありません。自民党安倍政権は盲目的にア

メリカに追従し、在日米軍基地最優先の安全保障政策を進めていますけれども、今、国際社会は

核兵器廃絶、平和外交優先に変わり始めています。核兵器禁止条約が国連総会で採択もされてい

ます。日本は、この条約を批准しようとはいたしておりません。唯一の被爆国である日本国民と

して、私たちはこの今の政府の態度に強い憤りを感じざるを得ません。日本こそが核兵器の怖さ

を知っているのであります。今のままではこの日本は国際社会から蚊帳の外に置いていかれるよ

うな気配さえ感じています。 

 今、多くの国民は国会を軽視し、メディアに圧力をかけ、福祉の心を忘れた、そしてまた世論

調査をあざ笑うかのような自民党安倍政権の傲慢な政治に辟易していると思います。国民が主人

公の政治、政策を実現するように向けて、私たち日本共産党の議員として奮闘・努力していきた
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いと考えています。 

 それでは質問に入ります。 

 まず、所有者不明土地の問題について伺います。政府は所有者がわからない土地でも利用でき

るような新しい法律をつくりました。そこで伺いますが、本町には所有者不明の土地はあるので

しょうか、伺います。 

 また、所有者が特定できないことが原因で、固定資産税が課税できないような事例はないのか

も、あわせて伺います。 

 ２番目に、生活保護費の削減について２点伺います。政府は、ことし１０月から生活保護費を

年１.８％引き下げを行います。５年に１回の見直しが行われておりますが、前回は６.５％もの

大幅な引き下げを行いました。生活保護の目的は、憲法２５条の生存権、最低限度の生活を保障

することにあります。そこで伺いますが、生活保護受給者の実態、そしてまた影響を受ける世帯

への支援をすることはできないものか伺いたいと思います。特に、高齢者の単身世帯が増加する

中、影響を受けると見込まれますが、この点についても特段の必要があるのではないかと考え、

どのような対策がとれるのかも伺いたいと思います。 

 ３番目に、人権尊重の観点から２点伺います。今、官僚や自治体首長、議員などのハラスメン

ト行為が相次いでおります。そこで、本町でのハラスメントの現状、また、防止対策についての

取り組みを伺いたいと思います。 

 もう１点が、身体障害者、精神障害者、ＬＧＢＴ等、当事者の個性が尊重され、配慮されない

社会になってまいりました。本町で、この障害者やＬＧＢＴ等、性的マイノリティーを含めた

方々のために勇気づけるような催し等はできないものか伺いたいと思います。 

 次に、教育行政について２点伺います。全国、県内の学校で混合名簿の使用、制服の見直しな

どの流れが速いと感じております。本町でも、この混合名簿につきましては、早期に導入すべき

と考えておりますが、いかがでしょうか。伺います。 

 ２つ目に、ことしの夏は、各地で体温を超える気温が計測され、屋内での熱中症患者も急増し、

死亡者も出ました。特に、小中学校では酷暑により授業に集中できない状況もあったのではない

かと推察をされます。早急に小中学校の教室に冷房設備の設置を求めたいと思いますが、当局の

見解を伺いたいと思います。 

 以上、壇上での質問を終わります。 

○議長（水元 正満君）  答弁を求めます。町長。 

○町長（中別府尚文君）  それでは、飯干議員の御質問にお答えをいたします。 

 まず、所有者不明土地の問題についてであります。所有者不明土地の利用の円滑化等に関する

特別措置法は、少子高齢社会に伴う人口減少が本格化する中で、増加している所有者不明土地を
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公共事業等で有効利用することができるとするものであります。 

 御質問の本町の所有者不明の土地については、１件ございますが、これは職権消除により所有

者不明となったものであります。所有者が特定できず、課税できない事例については、所有者死

亡によるものが９件となっております。このような案件につきましては、毎年、相続人調査を行

っており、相続人が確定次第、相続人代表者届け等の手続をとっていただくよう指導し、適正課

税に努めております。 

 次に、生活保護費の削減に伴う町独自の支援についてであります。国が本年１０月に予定して

いる生活保護基準の改正は、生活扶助基準を一般低所得世帯の消費実態と均衡を図るために見直

すもので、その内容は、生活扶助費を最大５％をめどに減額することとしております。しかし、

受給する地域の区分、または世帯類型によっては、増額となるケースもあるようです。町独自の

支援につきましては、現在、町社会福祉協議会で実施しているフードバンク活動事業による相談

支援や食糧支援などを行っています。また、景気は回復の傾向にあるとは言うものの、一部には

生活に困窮している人たちもおり、生活保護に関する問い合わせも増えているため、相談者の立

場に立った相談支援を行い、県との連携も図っているところです。 

 次に、高齢者の単身世帯への対策についてであります。生活保護基準の見直しにより、一部に

は影響が考えられますが、地域によっては影響を受けない世帯もあり、本町では、ほぼ影響はな

いと思っています。本町における高齢者の単身世帯の支援につきましては、各地区民生委員と連

携を図っている高齢者世帯訪問員が定期的に見守りを行う、ふれあい訪問事業があります。また、

地域見守り応援活動推進事業による見守り活動、さらには老人等給食サービス事業を通して、ひ

とり暮らし高齢者世帯の相談支援や見守り、声かけなども行っております。今後も単身高齢者の

孤独感解消や不安のない、安心して生活が送られるよう、支援の充実に努めてまいります。 

 次に、ハラスメント防止対策についてであります。本町の職員については、町が策定しており

ます特定事業主行動計画に基づき、総務課内に事務局を置き、職員の勤務上の相談窓口を設け、

さらには女性職員も相談しやすいように、女性の相談員も配置しております。 

 ハラスメントの相談状況を見ますと、現在までは相談がないことから、現時点においては、役

場内でのセクハラ、パワハラ等の行為は行われていないと思っております。 

 防止対策としましては、宮崎県市町村振興協会が実施していますハラスメント研修を、毎年、

数名受講させ、職員の意識形成に努めています。また、労働安全衛生法に基づき、毎年、全職員

のストレスチェックを実施し、ストレスの高い職員については、町が指定する産業医による面談

ができる体制を整えております。さらに、宮崎県市町村職員共済組合において、電話や面談でメ

ンタルカウンセリングが受けられる制度が設けられ、気軽に安心して利用できるようになってい

ます。 
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 今後も引き続き、職員の心身の健康確保や快適な職場環境を形成するため、産業医や衛生管理

者などからなる衛生委員会においても、調査・審議を行いながら、風通しのよい働きやすい職場

環境整備に努めていきたいと考えております。 

 次に、障害者、ＬＧＢＴ等を勇気づける対策についてであります。本町では、身体や精神に障

害のある方への理解を深めるため、障害者と健常者が一堂に会して交流を行う、ふれあいスポー

ツ大会や、ふれあいレクリエーション大会を開催しています。また、昨年１０月には、講師に米

良美一氏を招き、人権講演会を開催し、多くの来場者を得たところです。 

 ＬＧＢＴ等に関しては、昨年、男女共同参画推進ネットワークくにとみブリッジの主催による、

ＬＧＢＴに関する講演会の開催や、総合町民祭でのＬＧＢＴ・ジェンダーに関する意識調査と啓

発グッズ等の配布など、イベントに合わせた活動なども行っております。 

 今年度も、職員向けのＬＧＢＴ研修会の開催や、一般町民を対象とした同様の研修会の支援な

どを行うことにしております。 

 今後もこうした取り組みを通して、多くの町民に人権について理解が深まるよう啓発活動を継

続していきたいと考えております。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（水元 正満君）  豊田教育長。 

○教育長（豊田 畩光君）  それでは、性の多様性への対応についてお答えいたします。 

 児童名簿を性で分けない混合名簿については、県内では既に小学校で６２％、中学校で４０％

程度が導入されており、急速に増えてきている現状にあります。その背景には、男女共同参画社

会の実現という社会的要請や、ＬＧＢＴを中心とした多様な性のあり方に対する認識が高まって

きていることが上げられます。 

 混合名簿使用に際して重要なことは、教育の基本である一人一人の人権を尊重し、人権感覚を

磨くことであり、混合名簿の導入がゴールではないということです。そこで、本町では５月の校

長会で導入に向けて教職員でしっかり研修を重ね、それぞれ個性の異なる児童生徒への配慮を欠

くことのないよう意識を高め、その過程を大事にすることを指示しました。そして、８月には、

町内教職員対象に、「性の多様性について考える」をテーマとした研修会を開催し、３１年４月

導入に向けて準備を進めているところです。 

 制服の見直しについては、幾つかの中学校で女子生徒へのスラックス着用を認める動きもある

ようですが、夏服・合い服・冬服と種類も多く、保護者の経済的負担なども考慮しながら、各学

校が適切に判断できるよう指導していきたいと考えます。 

 次に、教室の冷房設備設置についてであります。 

 全国的に記録的な猛暑が続き、熱中症で運ばれる人や校外学習から帰ってきた小学１年生が死
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亡するという痛ましい事故も発生しました。 

 町内の小中学校の教室には、現在、全て扇風機が取りつけてありますが、朝から３０度を超え

る室温の日もあり、冷房設備の設置を求める声が学校からも上がってきています。本県の公立小

中学校のエアコン設置率は、２６.７％で、全国平均の４９.６％を大きく下回っており、本町で

も、保健室などの管理室やコンピューター室などの特別教室を除くと、普通教室に空調があるの

は八代小学校の１教室だけという現状です。 

 先日、国が来年夏までに全国の公立小中学校に空調設備を設置するための予算措置を講じるこ

とが報道されました。できればこの機会に、児童生徒の安全と健康を守るためにも、学力向上を

推進するためにも、町内小中学校に空調設備が整備できないか検討してみたいと考えています。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（水元 正満君）  飯干議員。 

○議員（７番 飯干 富生君）  それでは、まず土地の問題から入っていきたいと思います。 

 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法という内容でございまして、それが、

「利用となっているもの」についてありました。具体的にこの法律等の中身、私、うちで資料を

ダウンロードしてみましたけれども、法律を出すときの改案として、今でもホームページに載っ

ていまして、実際に有効利用した部分も載っているようであります。 

 本町で、こういう部分で今、所有者の部分として９件ほどあるという町長の御答弁もありまし

たが、これは所有者死亡ということで相続人、あるいはいわゆる共有のものもあったりもするの

かもしれません、全国ではですね。 

 全国では、九州と同じ面積くらいの土地が不明であるというような報道もあったことがありま

すが、このあたりについて、まず税制上のことについてお伺いしたいと思いますが、まずこの法

律の概要、そして所有者を探し出す方法をもう少し詳しく教えてもらえればなというふうに考え

ております。 

○議長（水元 正満君）  答弁を求めます。斉藤税務課長。 

○税務課長（斉藤 義見君）  この法律の内容ということでございますけれども、議員がおっし

ゃるとおり、今、所有者不明の土地が死亡によるものとかいろいろございます。その土地があり

ますと、どうしても公共事業等でそれを利用することがなかなか難しい状況になっておりますの

で、公共事業における収用の手続を、収用委員会に代わり都道府県知事が裁定することによって、

合理化・円滑化できるようになります。これは所有権の取得ということになります。 

 それ以外については、利用権の設定もできるようになります。 

 これは、福祉事業等で利用する場合において、都道府県知事が公益性を認めるということにな

りますけれども、これにつきましては、利用の年数は１０年間ということになります。ただし、
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所有者が現れた場合には速やかに返還するということになります。 

 これにつきましては、来年２月に方向性が出まして、３２年までには実現することになります

けれども、本町におきましては、そのような土地は今のところございません。 

 それから、最初におっしゃられた、所有者不明の土地をどうやって見つけていくかということ

になりますけれども、これにつきましても、今後は固定資産台帳の閲覧とか、それから地籍調査

票の閲覧とかがスムーズに行われるよう、検討が進められています。 

 ですから、町といたしましては、今現在においての所有者不明の土地については、町長も答弁

したように、相続人調査を行い、相続人が見つかった場合においては、必ず登記を行っていただ

くよう指導をしております。 

 その後につきましては、所有者不明土地を適切に管理する仕組みということで、市町村長が家

庭裁判所に管理人の選任を請求することができるような仕組みも構築されると聞いております。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（水元 正満君）  飯干議員。 

○議員（７番 飯干 富生君）  ありがとうございました。 

 平成２９年度の決算書の中で、固定資産税の収納状況を見ましたところ、不納欠損額が

２０２万９,６０２円という計上があります。 

 この中身について、わかる範囲でいいですけど、また、どういう農地だとか山林だとか宅地だ

とか、どんなものでこの欠損処理したのかというのと、何年でこの欠損のへ行くのか、これが件

数が変わったものなのか、同じ土地なのかということ、あわせて教えてください。 

○議長（水元 正満君）  答弁求めます。税務課長。 

○税務課長（斉藤 義見君）  この不納欠損につきましては、執行停止後３年間になりますけれ

ども、土地の詳細については把握しておりませんが、町の方針といたしましては滞納者への財産

調査や生活状況の聞き取りを行い、今後も納付が見込めないものを不納欠損としております。 

 以上、お答えします。 

○議長（水元 正満君）  飯干議員。 

○議員（７番 飯干 富生君）  ということは、この不納欠損で上がっている土地というのは、

同じ土地がずっと継続してるんじゃないんですか。そういうことなんでしょ。同じ土地の部分で

はないのか。 

○議長（水元 正満君）  税務課長。 

○税務課長（斉藤 義見君）  同じ土地ももちろんございますけれども、同じ土地だけとは限り

ません。 

 以上です。 
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○議長（水元 正満君）  飯干議員。 

○議員（７番 飯干 富生君）  わかりました。 

 それで、今、相続ということがございましたけども、古い土地ではもう数代前から相続人が散

在していないという場合。 

 そしてまた、そうなったときにあるところでは相続放棄の申し出もあるかと思います。この相

続放棄についての対応は、当局はどのようなふうに対応されておりますか。 

○議長（水元 正満君）  税務課長。 

○税務課長（斉藤 義見君）  相続放棄については、現在のところはありません。 

 ただ、今後に相続放棄になった場合においては、当然その土地につきましては、国のものにな

りますので、その手続等が煩雑だというのは聞いておりますが、関係機関とも連携し、対応して

行きます。 

 以上です。 

○議長（水元 正満君）  飯干議員。 

○議員（７番 飯干 富生君）  この前の宮日の新聞見ましたときに過疎化の問題、ただ県北の

山間地でしたけども、１つの集落が一番多いときで８戸あったと。今誰もいなくなって１戸だけ

残ってると。この１戸もあと数年でなくなるってことは集落が消えるんですね。いわゆる限界集

落です。こういったことが本町でも起きてくるんじゃないかと思います。全国で人口減少、特に

周辺山間地で多くなっていると思うんですね。この問題は今から、本当にどうするのか。 

 だから、移住といっても、便利のいいとこは、都会の人は望むかもしれませんが、逆に、便利

が悪いから来るという人も中にはおられると思うんですよね。そういったところでもやっぱりこ

ういった人たちを、山が好きだと、もう野生人で生活したいという若い人もいるかもしれません。

だから、視点を変えて、何も便利がいいからとかお金があるからじゃなくて、もう何もないから

来るという人を探し出して、その移住にも充ててみたらいいかと思います。 

 この問題を終わります。 

 次に、生活保護のことですね。 

 まず最初に、本町の生活保護基準額関係について伺いたいと思います。 

 それとあわせて、先ほどもちょっとありましたけれども、生活保護世帯のことについても教え

てください。 

○議長（水元 正満君）  答弁求めます。福祉課長。 

○福祉課長（重山 康浩君）  まず、扶助基準額ということでございますけど、これは国が示し

ているモデル的な基準がございまして、それを３点ほど申し上げますと、３０代の親１人子供

１人の母子世帯では約１２万２,０００円から７％増の１３万１,０００円になります。 
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 ５０代の夫婦世帯では、約９万７,０００円から９.７％増の１０万６,０００円となります。 

 ただし、４０代の夫婦で子供が２人、小学生と中学生というような世帯になりますと、約

１６万４,０００円から３.４％減の１５万９,０００円ということになります。 

 もう一点は、町内の（「保護世帯」と呼ぶ者あり）保護世帯ということでいいでしょうか。 

 本町におけます生活保護受給者の世帯数、人数ということになりますけど、ことしの７月

１９日時点の県の資料によりますと、生活保護世帯数は１８３世帯、人数は２２７人となってお

ります。 

 以上、お答えします。 

○議長（水元 正満君）  飯干議員。 

○議員（７番 飯干 富生君）  わかりました。 

 今言われたように、加算もあるし減額もあるということで、やはり４０代の最も子育てにお金

がかかる時期に対して減額されるというのが、非常にボディーブローのようにきくということで

ありまして、実は、つい最近の新聞の中で、私たちの議員が報告したのがありました。 

 厚生労働省は、８月２８日にこの引き下げに対して余りにも厳しいということの判断がありま

して、これまでなかった学校部活以外のスポーツ少年団の活動などにも、公益性があれば支給す

るということを決めております。だからもう、あめとむちですね、やり方が。 

 また、合宿や大会などでは、負担が年間基準額を小学生１万５,７００円、中学生７万

９,５００円、高校生８万６,３００円を超える場合、年間基準額の１.３倍まで支給するという

ふうなことを発表しております。また、高校受験料の支給は、原則２回に拡充すると。だから、

非常に、どっちがどうなのかということですよね。そういうふうなことも出ております。 

 また、小学生に支給される被服費とは別に、学生服・通学かばん・ランドセルの３つに限って、

成長に合わせて買いかえても、一時扶助を進めていくというふうなことが出ておりました。 

 だから、こういうところを非常に一体どっちなんだということですよね。 

 これはほとんどが全てが申請主義なので、申請すれば出しますよであろうと思うんですけど、

切り下げとか見直しというのはもう一律にされるだと思うんですね。この辺が非常に問題点のあ

るんだと思います。 

 今言ったのが一つ、学校に通う子供たちのための支援ということで、特別な部分があると思い

ます。 

 先ほど、町長答弁でありましたフードバンク事業について、実際の社協の活動内容、詳しく教

えてください。 

○議長（水元 正満君）  答弁を求めます。福祉課長。 

○福祉課長（重山 康浩君）  フードバンク活動事業についての取り組みについて御説明いたし
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ます。 

 このフードバンク活動事業は、平成２６年度から事業を実施しておりまして、内容としまして

は、生活困窮者などの世帯に対しまして、自立した生活が送れるように相談と食糧の支援を行っ

ております。 

 また、２９年度におきましては、新たに県のモデル事業を利用しまして、町内１３の社会福祉

法人に御協力をいただき、フードバンク事業に取り組んでおります。利用実績につきましては、

２９年度が１２世帯、３０年度は現在４世帯が利用をしております。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（水元 正満君）  飯干議員。 

○議員（７番 飯干 富生君）  このフードバンク事業そのものは非常にいいと思うんですけれ

ども、利用される世帯が非常にちょっと少な目だとは思っているんですね。 

 実際問題として今、コンビニであるとか、ほとんどのところで、賞味期限が迫ってくればもう

廃棄処分という食材が非常にたくさんあると聞いております。大体２週間ぐらいになると、もう

廃棄の対象というものですか、物によっては、生鮮食品は除いて。 

 だけども、その賞味期限、消費期限というものはあるわけですけども、たちまち直接廃棄され

るんじゃなくて、一度どっかに立ち寄るような場所を提供できないのかな、例えば、社協で常時、

幾つかでももし廃棄されるならここに置いといてくださいと。そしてまた、それはもう自由にお

持ち帰りくださいというようなこともしてもいいんじゃないかと思うんですよね。これは、何も

困窮者じゃなくてもいいんですよ。誰でもいいんです。 

 要は捨てることに対して、食材を捨てるという、廃棄されるということについても、有効利用

という点でも、非常にいいことだろうと思うんですけども。そういった対策もされれば、あそこ

に行けば、例えばですよ、例えば、きょうあした、そのときだけ、常時じゃなくて、別にこれは

登録証も何もないでしょうから、利用される方は。 

 その点はどうですか。ぜひこういう型も取り組みはしたほうがいいんじゃないかなというふう

に思いますけども、考えられませんか、伺います。 

○議長（水元 正満君）  福祉課長。 

○福祉課長（重山 康浩君）  食材の寄附ということでございますけど、品質に問題がない食品

ということで、このフードバンク事業の中でも、食材の寄附があった場合には受け入れはしてお

ります。しかし、十分な食材が提供されていないというようなこともございまして、現在は、日

本赤十字社の予算を組んで、備蓄可能な食材を購入しております。 

 ただ、今おっしゃいましたように、そういった食材関係で今後、御自由にとりに来てください

と、そういったことになるのであれば、また社会福祉協議会のほうとも協議をして、進めていき
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たいというふうに考えております。 

 以上、お答えします。 

○議長（水元 正満君）  飯干議員。 

○議員（７番 飯干 富生君）  最後に、２９年度決算の中を見ますと、生活保護受給申請のと

ころが載っておりまして、その中で、却下が７件、取り下げ９件とあります。この世帯に対して、

やはり申請をしたけども受けられなかった、あるいは、書類の不備とかいろんな条件で取り下げ

を余儀なくされたとかいうことがあると思います。 

 また、宮崎県も、いわゆる水際作戦と言われますけども、受給者を絞るというようなところも

ないではないと思うんですけど、こういう世帯の追跡はできているのかと感じますね。非常に心

配なわけです。却下をされてどうされてるんだろうかと、大丈夫なのかということを、ただただ

書類上で却下になりました。すいませんで終わってたんでは、その人たちの生活がどうなってい

るのかな、非常に気になります。 

 ２回目の申請ってなかなかできないと思うんですよね、却下された人にすれば。去年やれたけ

どまたことしというわけにはなかなか申請ができないと思うんですよ。 

 その辺の対応についてちょっと力を入れてほしいと思いますが、この件はどうでしょうか。 

○議長（水元 正満君）  答弁を求めます。福祉課長。 

○福祉課長（重山 康浩君）  生活保護申請というか、相談、それに基づきまして申請した場合

に、却下、取り下げられたということ、そういった面も含めまして、今、平成２７年度から県の

中央福祉こどもセンターが窓口になりまして、生活困窮者自立支援制度というのがございます。

これは、生活困窮者が役場、社協を通じて相談することもできますし、相談支援員が直接、自宅

に訪問して相談を受けることができます。相談は無料となっておりますので、ぜひこういうもの

を活用しながらそういった追跡といいますか、困っている方の支援をしていきたいというふうに

考えております。 

 以上、お答えします。 

○議長（水元 正満君）  飯干議員。 

○議員（７番 飯干 富生君）  そのことにつきましては、ぜひ、そこのおうちの周囲環境を見

れば、生活の荒れ方がわかりますよね。今まできれいだったのにごみがたまり始めたとか、ちょ

っと子供たちの服が汚れているとか、すぐわかります。そういったときにやっぱり変化があると

思うんです。親御さんがひょっとしたら病気かもしれない。 

 私たち民間人が行くわけにはいきませんが、今言われたようなことができるのであれば、積極

的に通りがかりにちょっとちら見でいいですから、１分、２分でもいいから、どうですかとか、

生活状況を観察を続けていただいて、困った事例が起きないようにお願いしたいと思います。 
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 それから、高齢者の単身世帯のことにつきまして先ほど町長答弁にございましたけれども、老

人給食サービスが非常に有効だと。 

 これも平成２９年度の成果説明書８１ページですか、ここに詳しく載っておりますが、この老

人給食サービスによって、波状的な効果もあろうかと思うんですね。給食サービスを行うこと自

体、これはもともとは見守りをということでありまして、特に男性単身者世帯には大いに喜ばれ

ていると思います。利用者の方々もたくさんおられて、１日平均７１名、延べ１万８,０００人

を超えるということでありまして、これがやっぱり生活を支えているんだなあというのが実感で

あります。 

 この老人給食サービスについていま一度詳しく教えていただくといいと思います。 

○議長（水元 正満君）  福祉課長。 

○福祉課長（重山 康浩君）  老人等給食サービス実績と、事業内容につきまして簡単に説明し

ます。 

 まず、事業の内容につきましては、低所得者でひとり暮らし高齢者、高齢者のみ世帯、また障

害者で食事の援助を希望される方に対しまして、夕食の給食サービスを実施しているものであり

ます。また、自宅へ届ける際には、今の議員さんもおっしゃいましたように、見守りを兼ねた、

そういった支援も行っております。 

 １食当たり８５０円ですが、そのうち利用者負担が４００円、町の助成が４５０円となってお

ります。２９年度の実績につきましては、登録者数が１１５人、配食事業所２社に委託をしまし

て、延べ１万８,１５８人、月平均の利用が８２人、１日平均ですと７１人の方が利用をされて

いるということになります。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（水元 正満君）  飯干議員。 

○議員（７番 飯干 富生君）  ありがとうございました。 

 障害者の方を含めて、非常にこの利用については本当の福祉の原点だと私は感じております。 

 先ほども申しましたけども、高齢男性で連れ合いの方が亡くなって男性のひとり暮らしとなっ

たときが一番厳しい状況になります。 

 特に今の高齢者、私たちぐらいの世代でも料理が苦手な方もおられますけれども、調理となる

と同じもの、買ってきたものとか、低栄養価、結局、低栄養価ということは認知症の発症から進

行につながっていきます。 

 これ私の義理の父が、まさにそのとおりでありまして、満州からシベリア抑留生活で最低限の

食生活を３年半しておる関係で何でも食べます。何でも食べれるんです。食べればいいんです、

おなか膨れればね。膨れれば。だけど栄養価が足りない。お医者さんからもうだめと。自宅では
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できませんと。おふくろさんが７８で死んでそれから７年間ですか、一人で生活していましたけ

ども、さすがにだめでしたね。施設にも入れなくなって、今、精神病院に入っております。深夜

徘回が激しくて、施設の職員がやめるのか私の父が出るのか迫られて、施設を出ました。今、精

神病院。９４歳で精神病院に入らされることに対して非常に困ったことですけども、しかし、私

たちもとてもじゃないけど一緒におったら私たちが生活できませんから。今、非常にこういう悩

みもあります。 

 こういった点でも、これからも丁寧な対応をしていただきたいということを要望しておきます。

終わります。 

 では、人権尊重につきまして、ハラスメントについて先ほどございました。 

 職員研修、それから、一番気にしているのは職員研修、実績も先に伺いますけれども、それか

らあわせて、新規入庁者が二、三年で退職した場合の、どういうことでやめたのか。先ほどいじ

めの問題で、子供はなかなか言わないだろうと思うんですけど、大人でも、実際庁舎から去ると

いうことに対する決断、本音を言ってやめるとは思えないんですね。裏をとってみて、実際はパ

ワハラだったりとか人間関係とかで悩んでやめるはずなんです。業務が厳しくてやめることはあ

んまりないと思うんですね。体調が悪くなってやめることはありますけども、数年前にまとまっ

てと言いましたらいけませんが、若い人たちが、退庁者が出ましたね。この辺の背景をちょっと

はかりづらいとこあります。 

 そこで、あわせてこの部分についてもまとめて聞きますけれども、先ほどスクールカウンセ

ラーの話がありました。やっぱり職場で総務課内での相談となっても行きづらいのは当たり前な

ので、極秘でつなげる、秘密を厳守されると、この精神内科医、カウンセリングができるような

体制もつくらないと、これからの若者はますます、こういった傾向で人間関係苦手な子がふえて

くるんです。どうしてもですね。 

 それはもう必ず増加する傾向になるだろうと私も思っていますので、その点についてお答えを

いただきたいと思います。 

○議長（水元 正満君）  それでは、ここで休憩に入りたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 それでは、ここで一時休憩いたします。 

 次の再開を１０時５５分からといたします。 

午前10時43分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前10時54分再開 

○議長（水元 正満君）  それでは、再開いたします。 

 答弁をお願いします。横山総務課長。 
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○総務課長（横山 秀樹君）  職員の退職者の背景とハラスメントなどの対策についてお答えい

たします。 

 近年の定年前の退職者の状況でありますけれども、平成２９年度、２８年度はございませんで

した。その前の平成２７年度が３人、２６年度が４人と、２年間で７名が退職をしております。

勤続年数別で見ますと、５年未満が５人、１０年から１５年が２人となっております。退職の理

由としましては、一身上の都合ということで、家業を継いだり、他の職で目指したいということ

で、職場でのハラスメント行為などが原因ではないと認識をしております。 

 今後の対策でありますけれども、専門のカウンセラーによりまして、職員が気安く相談できる

環境を整えることが重要だと思っております。 

 新規に町で設置する方法もありますけれども、町長が答弁しましたように、現在、宮崎県市町

村職員共済組合において、臨床心理士などの専門カウンセラーによります相談を受ける制度がご

ざいますので、再度職員に周知をしたいと思います。 

 以上、お答えします。 

○議長（水元 正満君）  飯干議員。 

○議員（７番 飯干 富生君）  このカウンセラー相談というのは、非常に話を聞いていただく

だけで心の負担が軽くなるのは、私も経験上、相談者から感謝されます、必ず。解決しなくても、

話を聞いてもらってよかったですよということで、生きがいが広がるというのは、もう本当に顕

著です。高齢者の方の話なども、丁寧に聞くことによってまた元気になってもらえる。何でも言

ってくださいねという、この姿勢が大事なもんですから。 

 ただし、そのときにはやはり個人の人権尊重に向けた、必ずこの極秘というのが必要であると。

当然、担当課長にはきちんとその流れは伝えないけませんが、誰でも彼でもあの人はという横目

で見られるようなことになっては逆効果ですので、今のセクハラの問題でも、セクハラを受けた

者は名乗り出ろというような、ばかなことを言うそんな副総理もいましたけれども、とんでもな

いことですよね。言えるわけないじゃないですか。そういったところも本当に配慮に欠ける対応

ではいけないというふうに考えております。 

 私たち議員の中でも、やっぱり問題的になるような発言がないわけではありません。セクハラ

とか。また、今ハラスメントについて私も学習しているんですが、ここに宮崎県の人権啓発セン

ターが張り出している「じんけんの風」。これ、皆さんもらわれてますか、職員の方は。これ、

「じんけんの風」の中には、非常に詳しく載っています。これは、「じんけんの風」は、個人会

員で登録すれば冊子を送ってくるようになっています。これが手に入るのは、私、男女共同参画

の推進委員という地域推進委員の資格を持っています。大体毎月１回ぐらいはいろんな資料が来

ます。ますます深く問題を追及することができます。 
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 こんな感じで、ハラスメントについて、ハラスメントとは何かということですよね。嫌がらせ

やいじめなんです、大人の。 

 どういうものがあるかと、もちろん性的嫌がらせのセクシャルハラスメントがあります。それ

から、近年言われていますが、マタニティーハラスメントですね。これはどういうことかという

と、周囲はハラスメントと思っていない。ハラスメントになるのは、マタニティーで休職、産休

されて戻ってこられますよね。復職されたとき、もとのようにはなかなか働けないんですね。ま

だ子供が赤ちゃん、小さかったりするから。そのときに非常に落ち込んだ状態で来られることが

多いんですね、女性の方は。お母さんになったばっかりで、特に初産の方たちはそういう傾向が

あります。同じ職場で御主人とおられれば多少は違いますけど、職場が違う場合、そういったと

きに、やはり適応が難しくなってくる状況もあります。その辺も十分気をつける必要があります。

マタニティーですね。これがだから逆に今男性が育児参加する事例は非常に増えていますけれど

も、やはりそこはそれ、やっぱり母親としてやらなければいけないという責任感も強くなってき

ますから、そこを気をつけていきたい。 

 それから、パワハラですね、パワーハラスメント。これはもう民間の会社では日常茶飯事。ど

なり散らかして仕事させるというのは、職人の世界では当たり前でしたけど、今でも誘致企業の

中の話を聞いても、いわゆる親会社がおって、地方の工場長で来る、それも若くて来る人はいい

んですよ。ある程度年輩で来られる方は、左遷で来られるんですよ、左遷されて。もうお前あっ

ち行けと。そう、物すごく不満がたまっているんですね。当たるのは部下しかいないんです、単

身赴任だから。そういうところで非常に激しい。 

 これは誘致企業の、僕のかつての部下が誘致企業に就職しましたので、４人ぐらい。そこの田

尻の工場とあそこの塚原山の上の。私のかつての部下が就職して、今は５０歳になりました。息

子が大学出たからやめますと。何でか。パワハラに耐えられん。僕もおかげで資格が取れたから

もう独立したい。飯干さんどうでしたかということで話を聞かせてくれと。とにかくすさまじく

て、どんどん中堅がやめてしまって、もうただ黙って仕事するだけだそうです。これは電気施設

のメンテナンスしてたんですけど。身近にもうそういうことがございました。 

 それから、ジェンダーですね。これはいわゆる男のくせに、女のくせにという、これが今大き

な課題として上がってきています。つまり、男だけが残業したり、お茶くみは女性がするのだと。

そうじゃなくて、私は前から言っていますけど、もう役割も、この茶瓶は要らんと、自動給茶器

を置いてくださいと前も言ったことがあります、随分昔ですけど。自動給茶器でやって、接客で

お客さんが見える場合だけ対応はすればよいだけであって、職員間とか上司間とかはもう自分で

せえよということですね。貴重な時間をそういうことに使ってほしくないですね。本当の業務に

務めていただくためには、そういったものはみずからがやればいいわけです。私たちは職人です
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から、現場に行くときは自分で茶を、真夏ですと大きな中に氷をぶち込んで麦茶をほたり込んで、

自分で持って行きますよね。どこにも頼ることはありません。それでいいんですよね。 

 それから、アカデミックとあります。これは学会ですね。大学、研究機関。いわゆる上位の者

は、研究員だったり部下に対して、上下関係はっきりしてますから。宮崎の県内でも教職員間の、

某教授が嫌がらせをしたとかいった事例も幾つか出たこともありますけれども、もうこういうこ

ともやはりいじめなんです。ハラスメントを受けた場合は、速やかに通報すべきです。もう遠慮

しない。今は体操界、塚原さんというあの名コーチ、名監督でしょうけど厳しく指摘をされまし

た。事実関係、今また第三者ですると言っていますけども、その前にいじめられたほうはやっぱ

り困っているということであります。よく発言したなと思っています。 

 そういうことで、私たちも議員だったりいろんな仕事をする中で、人との関係の中では、きち

んとその人に対して敬意を払った言動ですね。どんな立場であれ、仕事に貴賤はないといいます

よね。昔の言葉に、「かごに乗る人、乗せる人、そのまたわらじをつくる人」という落語の枕言

葉がありましたけども、どの仕事が欠けても成り立たないのがこの社会ですから、職業によって

差別されてもいけません。そういうことで自覚をしっかりしていきたいと思います。 

 次に、ＬＧＢＴですね。最初に、町民生活課関係で伺いますけれども、同性パートナーシップ

制度を制定するというとこが幾つかでき始めました。この部分で、私たちの、きょうでも、この

取り組みを始めるべきではないのかなと考えますが、いかがでしょうか。 

○議長（水元 正満君）  答弁を求めます。渡辺町民生活課長。 

○町民生活課長（渡辺 勝広君）  それでは、同性パートナーシップ制度について、取り組みを

進めるべきではないかとの御質問ですけれども、同性パートナーシップ証明制度につきましては、

平成２７年度に東京都の渋谷区を皮切りに、現在のところ全国で７自治体がこの証明制度を行っ

ているような状況でございます。 

 本町におきましても、現在、住民からの問い合わせはないこと等から、早急な導入については

考えておりません。しかしながら、差別のない社会を実現するということにつきましては、共通

の願いでもありますので、まずは県内外の状況を見てみたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（水元 正満君）  飯干議員。 

○議員（７番 飯干 富生君）  近年の報道によりますと、宮崎市がこの導入に前向きだという

発言をしております、さきの議会。福岡市も同様であります。おのずと進んでいくだろうと思い

ます。 

 これはなぜかといいますと、本町含めまして外国人が日本の国籍を取得して、そしてパート

ナーを連れてくる事例が必ず出てくるかと思うんです。また、この２０２０年の東京オリンピッ
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ク・パラリンピックについても、いわゆる選手団として入ってきたり、あるいは応援団で入って

きたりする人たちも、必ずパートナーを連れてくるだろうと思います。で、日本が気に入れば日

本に移住したい、国籍を取ろうと。既に外国では同性婚を認めるところもありますよね。外国で

同性婚を認めた人たちが移住してくるとなったときの対応も出てくるだろうと思うんです。ちょ

っと時期が早いとは思いますけれども、私たちの理解を進めるためにも考えていきたいというこ

とでございます。 

 もう一つが、各種の申請書・申込書についての性別記入ですね。これについて可能な限りこの

性別記入欄はなくすべきだというのが、これからの風潮だと思うんですね。お名前も、何男さん、

何とかさんというふうになっておりません。新しい流れの名前のつけ方というのがございますけ

ども、むしろなぜ男・女と書かないといけないのかという質問が出始めたところもあると聞いて

おりますが、この点について、本町の窓口申請書では、どのような取り扱いができるのかなとい

うふうに思っています。必要なものと必要でないものの選別をすべきではないかという考え方の

問題でございます。 

○議長（水元 正満君）  答弁を求めます。総務課長。 

○総務課長（横山 秀樹君）  役場内の事務の中で、性別欄の削除についての検討ということで

ございますが、国・県で定めております様式また町の条例・規則等で定めている様式の中に、性

別欄があるものがあると思います。現在、各課を通じて調査を始めたところでございます。 

 以上、お答えします。 

○議長（水元 正満君）  町民生活課長。 

○町民生活課長（渡辺 勝広君）  窓口での対応ということでの回答をさせていただきたいと思

いますが、今、総務課長が申したとおり、申請書等に男女の記載があるわけなんですけど、法的

に必要な場合とそうでない場合があります。窓口でいいますと、住民票自体は男女が法的に当然

必要ですので、それは記載せざるを得ないんですけれども、印鑑登録証明書や住民票の記載事項

証明書につきましては任意的なものもございますので、そこら辺については検討していきたいと

いうふうに思っています。 

 以上です。 

○議長（水元 正満君）  飯干議員。 

○議員（７番 飯干 富生君）  ぜひ、そういった考えのもとで変えていく必要があるというこ

とを申し上げておきたいと思います。 

 それから、人権ケアの中の問題というのは、このＬＧＢＴの中でいわゆる研修会をやった、あ

るいは町民祭でのパネル展とかいろいろ活動されたと思いますが、この内容について、いま少し

説明をしてほしいと思います。 
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○議長（水元 正満君）  答弁を求めます。瀬尾企画政策課長。 

○企画政策課長（瀬尾 孝徳君）  講演の内容ですが、昨年１０月の米良美一さんを招いての人

権講演会、これは改善センターの大ホールで開催しましたが、立ち見の出るほど会場いっぱいの

約４００人が来場しております。 

 それと、くにとみブリッジ主催によるＬＧＢＴに関する講演会、これでは当事者であります山

田健二さん、この方はＬＧＢＴ交流団体「Ｒａｉｎｂｏｗ Ｖｉｅｗ ＭＩＹＡＺＡＫＩ」の代

表でありますが、この方を講師に迎えて、やはり改善センターのＢ会議室で講演会をしておりま

す。 

 それと、調査関係ですが、町民祭会場で昨年行いましたけど、これはＬＧＢＴとジェンダーに

関する意識調査、これには延べ１２０人にアンケート調査を行いまして、ＬＧＢＴを知っている

人が３０％、ジェンダーについて知っている人が４１％の調査結果となっております。そのほか

の町民祭の会場では、啓発グッズの配布とか行いまして、これは大変好評だったと聞いておりま

す。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（水元 正満君）  飯干議員。 

○議員（７番 飯干 富生君）  ありがとうございました。そういったことで、少しずつ宮日さ

んがずっと継続的にＬＧＢＴを長い期間、新たにまた別の人権の問題で、貧困関係のことも例え

ています。こういったキャンペーンがかなりきいてきて、認知も上がってきていると思っており

ます。 

 今後の取り組みについて、私は、一人の提案ですけれども、いわゆる「みんな違ってみんない

い」という観点からのキャンペーンなどの計画とか、そういった取り組みや何かされるようなこ

とはないのかな。構想とかがあれば、人権尊重の大枠の中でも結構ですけれども、それぞれこれ

は非常に幅が広いですよね。町民生活課、教育、総務、非常に幅が広いので、逆に言えばそれだ

け取り組みがしやすいということなんですね、関係課横断的にやれば。そこを教えてください。 

○議長（水元 正満君）  答弁を求めます。企画政策課長。 

○企画政策課長（瀬尾 孝徳君）  これからの取り組みということですが、まずは講演会関係で

す。ことしも１１月にくにとみブリッジのほうで、やはり当事者の県内で活動をされている黒木

瑞季さんを迎えて講演会・研修会をする予定であります。また、ことし６月にはアリーナくにと

みで、ＬＧＢＴパネル展を開催しておりまして、これも県から評価をいただいているところです。 

 また先日、県の人権同和対策課の人権啓発専門員の方を講師に迎えて、職員を対象にしたＬＧ

ＢＴ研修を開催したところです。この中で講師の方から性的少数者への理解については、幼いこ

ろからの意識付けが大事であると聞いております。 
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 人間の性については、個人の尊厳にかかわる大切な問題でありますので、行政が先走って推し

進めるよりも社会全体で認識し、理解していくことが大事ではないかと考えております。また、

啓発等に関しては、やはり正しい知識を得る機会、これ先ほど言いました講演会やチラシなどの

配布のほかに、くにとみブリッジの活動を支援していくことも、ひとつと考えております。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（水元 正満君）  町民生活課長。 

○町民生活課長（渡辺 勝広君）  町民生活課の関係では、まずはそういう少数者的な意見を取

り入れやすいように、今、人権擁護委員が５人委嘱されております。これは法務省管轄の委員で

ございますけれども、そういう相談日がありますので、そこ辺で相談しやすい体制をつくってい

きたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（水元 正満君）  飯干議員。 

○議員（７番 飯干 富生君）  ありがとうございました。私たち世代ではなかなか理解しにく

かったんですけど、私もこういう集中講習を受けて、推進委員としての訓練を受けて、認識が変

わってきたわけですので、ぜひ私たちも一緒になって、今度また出前講座でありますとか、いろ

んな部分で男女共同参画室が取り組んでおります。ぜひ門をたたいてもらって、参加されてみた

らいいと思います。土曜日と日曜日の講習ですので、業務に余裕がある方は受けられたら新しい

視点が開けると思いますので、よろしくお願いします。 

 では次に、教育行政、混合名簿のことにつきまして、先ほど教育長の御答弁では、もうスター

トするというふうなことがございました。 

 教職員の研修もなさったと、校長会でも指示もされているしということでございます。 

 やはり６０％、４０％といえば、今度の定期異動で実施している学校からこちらに入ってこら

れますから、そうした人たちの知恵も、いきなり４月の入学式でもう転勤されて、すぐ入学式と

いうことになりますから、よほど大変とは思いますけれども、別に子供たちにとってはそれほど

きついものではないと思うんですよね。逆に私が思うのは、思春期のときこそ、一緒におってほ

しいと思います。 

 今、未婚率が非常に問題となっています。５０代の未婚者が非常に、男性のね。そのまま高齢

になって、単身の高齢者になってしまってはどうにもなりませんけども、やはり一番刺激し合う

ときに男女が一緒に座るという、これこそが今の恋愛経験の少ない子供たちにとっては重要なこ

とだと思うんですよ。いわゆる免疫といったらいけませんが、男性、女性に対する意識が変わっ

てくるのだと思いますので、悪いことではないと思います。この件もお願いしたいと思います。 

 それと、先ほど制服のこともちょっと申し上げましたけども、スラックスとスカートの併用と
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いうところが出ておりました。まあこの前の新聞見たのも高校でしたかね、私立高校で写真入り

で出てましたけども、おっしゃるように夏・冬というふうにおっしゃっていますけれど、私は逆

に言えば、スラックスは合い服１本あればいいと思うんです。そしてその生徒の気分で、きょう

私はスカートで行きたい、きょう私はスラックスで行きたいぐらいで自由にしてもらったらいい。

何も年がら年中スラックスで行きなさいということじゃなくて、きょうはスラックスがいいな、

雨が降るからスラックスで行こうかなとか、自転車で行くからスラックスにしようかな、それが

いいと思うんです。それこそが個人が選択できる余地があると思うんですが、この点については

いかがでしょうか。 

○議長（水元 正満君）  答弁を求めます。教育総務課長。 

○教育総務課長（大矢 雄二君）  スラックスの件から先にお答えさせていただきたいと思いま

すが、中学校の制服については、全国的には以前から寒さ対策ということで、女子生徒のスラッ

クスの着用を認めるなどの例があったのですが、現在は、ＬＧＢＴなど、性の多様性の視点から

導入されている学校が増えているようです。で、問題点としては、やはり夏服・合い服・冬服と

種類も多いもんですから、保護者の経済的な負担、こういう問題もありますので、関係者と慎重

な協議や検討を踏まえてから判断していきたいと思っております。 

 それから、１問目の質問がちょっと、わかりづらかったんですが、再度教えていただくとあり

がたいですが、よろしいでしょうか。 

○議長（水元 正満君）  飯干議員。 

○議員（７番 飯干 富生君）  混合名簿のほうを、一つ私言い忘れておりましたが、県教育委

員会関係とのすり合わせもあったと思いますが、県の教育委員会の指導の中で、どういった指導

のもとで今度のこの今後の対応ということに流れが来ているのかということです。それも含めて

教えていただきたいと思います。済みません。 

○議長（水元 正満君）  教育総務課長。 

○教育総務課長（大矢 雄二君）  導入に当たって何より大切なのは、やはり教職員が性の多様

性に対する理解を深めることだと思います。そのための一つの研修指導といたしまして、教職員

の先生方に管理職研修を受けまして、「性的マイノリティーの理解と支援」と題した研修などに

参加していただいております。 

 また、町の教育委員会では、先ほど教育長の答弁にもありましたけど、ことし８月１日に「性

の多様性について考える」というテーマで、県の人権同和教育課の講師による講演を行ったとこ

ろです。 

 また、各学校におきましては、広く子供の人権に関する研修会を実施するとともに、男女混合

名簿の導入に関する話し合いがなされているところです。 
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 以上です。 

○議長（水元 正満君）  飯干議員。 

○議員（７番 飯干 富生君）  済みませんでした。ちょっと順番が逆でございました。済みま

せん。 

 今お聞きしたとおり、あるいはもう流れ的に社会全体がこのＬＧＢＴをということで取り組み

をしている学校も含めて、進んできておるということでございます。 

 ぜひ、私たちの学校からも、いわゆるそういったことに起因するいじめにも発展しかねない事

例が出てくる可能性もありますので、本当にみんな違ってみんないいという、この姿勢を町民全

体が意識的に捉えて活動していくべきだということを申し上げておきたいと思います。 

 混合名簿関係につきましては、先ほど言いましたスラックスのことは、そんなにたくさんの物

は要らないんじゃないかというんで、私の持論ということだけは申し上げておきます。 

 それでは、次の最後の空調設備のことで、先ほど導入のところが一般教室は１部屋だけという

ことでしたが、まず順番的には今の学校現場では、それぞれの教室・職員室などに寒暖計といい

ますか、今はデジタルですが、気温も大事ですけど、今は湿度も大事なんですけど。温湿度計と

いうのはデジタルというのは、まあ１個当たり千数百円で売っていますけども、そういったもの

は整備されていますか。まずお伺いいたします。 

○議長（水元 正満君）  答弁を求めます。教育総務課長。 

○教育総務課長（大矢 雄二君）  お答えいたします。 

 各学校で、毎朝の教室の温度・湿度を計測しております。 

 以上です。 

○議長（水元 正満君）  飯干議員。 

○議員（７番 飯干 富生君）  計測されているということでございますが、それは記録として、

要するに毎年温度が上がっていくというのは記録があるからわかることでありますけども、記録

としてこの学級とかで残すような体制になっているのかなということも教えてください。 

○議長（水元 正満君）  教育総務課長。 

○教育総務課長（大矢 雄二君）  済みません。そこを計測をしているということは確認してお

るんですが、それをずっと記録しているかどうかということについては、確認がとれておりませ

ん。 

 以上です。 

○議長（水元 正満君）  飯干議員。 

○議員（７番 飯干 富生君）  記録というのは非常に大事ということは、今回の国会のあの対

応を見ても物すごく重要ですから、どんなものも記録として残す、メモでもいいから残すという
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のが行政機関の仕事だと思いますから、これも非常に、後から顧みる上では、恐らく今度の文科

省の来年度予算で出される場合に、お宅の学校ではどれくらいの気温ですかと聞かれますよね。

記録ありますかと、絶対聞いてきますわ。それはあると思うんでぜひ記録してください。 

 次に、今それぞれの学校では、暑いからいろんな子供たちに対して暑さ対策をされていると思

うんですが、具体的にどのようなことで子供たちを守っておられるのか伺います。 

○議長（水元 正満君）  教育総務課長。 

○教育総務課長（大矢 雄二君）  各小中学校の熱中症対策としましては、毎朝の教室の温度・

湿度の測定、それと水筒の持ち込みや給水タイムの設定、大型扇風機やミストシャワーの活用、

また屋外で過ごす場合では時間を制限するなど、児童生徒の安全と健康に配慮した対策を行って

おります。 

 以上です。 

○議長（水元 正満君）  飯干議員。 

○議員（７番 飯干 富生君）  先ほど教育長もおっしゃったように、扇風機はついているとい

うことですけれども、この前の夏祭りの際に保護者の方と御一緒したことがあったんですけども、

休憩のときにですね。あれが回ると熱風が来るよと、回さんでくださいというぐらい暑かったと。

７月の段階ですか、夏休みの前に既に梅雨が明けとったと同時にこうになりましたから、ことし

はですね。そういうことがありますので、扇風機は逆効果ということも。中間期はいいんですけ

ども、特に２階とか上がもう太陽に直接当たる屋根であれば本当に大変なことになっていますか

ら、注意して使用していただきたいと思います。 

 それで、じゃあこの夏、この児童生徒・教職員におきまして、これまでの期間、間にこの熱中

症ではないかというようなことの事例は起きてなかったでしょうかね。そこだけちょっとお聞き

します。 

○議長（水元 正満君）  教育総務課長。 

○教育総務課長（大矢 雄二君）  学校側の報告はありません。 

 以上です。 

○議長（水元 正満君）  飯干議員。 

○議員（７番 飯干 富生君）  ありがとうございました。先ほど教育長の答弁にもありました

ように、文部科学省は８月３０日に来年度の概算要求に対しまして、クーラー整備の費用として

約５００億円、それからブロック塀の撤去改修として、２００億円を計上しておると。計

７００億円だね。答弁でございましたように、全国では約半数が整備が終わっているということ

でした。ということは、私たちのところが対象になるということは間違いないと思うんですね。

やっぱり申請中でしょうから。全国で約３万校あるとして、１万５,０００校が終わっておれば、
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残りの１万５,０００校を、５００億円を１万５,０００校で割れば、１校当たりかなりの額が助

成されると思います。したがって３分の１ですけども、例えばこれでいくと、やっぱり７００万

円から８００万円ぐらい、単純に割ってですよ。ということは、２,０００万円ぐらいのという

ことになるんですね。３分の１、逆算すれば。そうすると大体整備ができるんじゃないかと。 

 私もこの夏は、非常にエアコンの取りかえも、ほとんど今までなかったような依頼がございま

して、大変な目に遭いましたけども、ついおとといまでエアコンを１日で３か所もさせられてと

いいますか、今回はもう言われたらすぐやりました。人命救助だと思っておりました。お子さん

が、おばあさんの隠居につけてくれとおっしゃったときも、その日につけました。その日に、も

う夜でも行って。あしたは危ないかもしれないからですね。後悔してほしくないと思ってつけた

ことがございました。 

 やっぱりことしの夏を初めとして、これからますます猛暑というよりも酷暑の日が増えてくる

だろうと思うんです。これは世界的な現象です。あわせて湿度管理も非常に大事です。したがっ

て、湿度でいけば７０％、温度でいけば２７度が最も負担のかからない部分です。２８度ですと

少し動いても汗が出ます。もう私も１度ずつ試してみたんですが、しかも、ですから実際の運転

は、除湿・ドライモードで運転されると電気料金もぐんと下がりますので、ということを皆さん

に説明をして施工をしてまいりました。子供たちのためにも、ぜひ新年度予算の際には、概算要

求でいきたいと思います。 

 まとめですけれども、きょう幾つか重要なお話させていただきました。どれも非常に大事なこ

とだと思っております。前回の質問をちょっと飛ばしましたもんですから、非常に後悔をしなが

ら見直して、力いっぱいやったつもりでございます。行政としても、真剣に向き合っていただい

ていることに感謝申し上げます。 

 私たち日本共産党は、毎年、政府交渉というのに宮崎県議員団として参っています。ことしも

１０月に東京に行きまして、それぞれ各省庁、約１１省庁ぐらいを時間刻みで大体１時間から

１時間半ぐらいで、次から次、２日間かけてやるんですけれども、そこで出てくる方々が、いわ

ゆる中堅の３０代が中心の係長級です。非常に真面目に精査して答えていただいていると。した

がって、彼らの熱意もよく伝わるときがあります。これまでも幾つかの成果が上がってきました

けれども、私たちはやっぱりこういったことを通じて、地方を重視する政治をということを念頭

に置いて頑張ってきています。必ずその声を、またきょうの質問で得た知識も加えて訴えて、一

つでも二つでも成果があらわれるように頑張っていきたいと思っております。 

 早速、準備にかからないといけませんけれども、ぜひまだ行政側としてもこういうことに問題

がありますよということ、またもう一度私からもお聞きしますので、何も遠慮することはありま

せん。国対県、地方というのが余りにも地方をないがしろにしている政治が激しいんだと思うん
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です。表向きやっているようですけれども、先ほど言いましたようにあめとむちの政策が激し過

ぎますもんね。もっともっとむちは控えて、あめも要りません。普通に、普通に予算をくれれば

いいだけなんです。そういったことについて頑張ってまいりたいと思います。 

 きょうは大変有意義な質問ができたと思います。ありがとうございました。 

○議長（水元 正満君）  答弁はありませんね。 

 これで飯干富生君の一般質問を終結いたします。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（水元 正満君）  次に、福元義輝君の一般質問を許します。福元義輝君。 

○議員（１０番 福元 義輝君）  皆さん、傍聴者の皆さん、きょうは早朝から熱心に傍聴して

いただきまして本当に感謝申し上げます。 

 私も、国富町の将来のことにつきまして一生懸命日ごろ考えていることをお訴えしたいと思っ

ておりますので、何をどう表現するのか、最後までお聞き取りいただければありがたいなと思っ

ているところであります。どうぞよろしくお願いをいたします。 

 本日は大変お疲れさまでございます。さきの西日本豪雨や台風１２号、２１号、甚大な災害に

見舞われまして、被災者の皆さん、そしてえびのの霧島連山、硫黄山が噴火しまして、水稲作付

ができない、このような地域の農家の心痛を心からお見舞いを申し上げたいなと思っている気持

ちであります。 

 それでは、議長より許可を得ましたので、通告順に質問してまいりたいと存じます。 

 最初に、スマートインター近傍の活性化の拠点づくりについてお尋ねをいたします。 

 私は、国交省の道路局が推進をしている従来の道の駅機能から、情報発信機能、避難所や後方

支援機能及び地域経済の活性化が期待され、特に南海トラフ等巨大地震が発生をいたしますと、

宮崎市では３万４,０００人の犠牲者が想定されていることからいたしまして、市内被災者の後

方支援も視野に入れた自衛隊・消防等々の組織の活動や物資の受け渡しとして、またさらに災害

時の電源確保に駐車場内カーポートに太陽光発電等、充電システムを設置いたしまして、緊急医

療・救助・救援など、広域的な道の駅づくりをどうしても進めたい、進めてもらいたい、このよ

うに思っているところであります。 

 今年３月議会でも、同様な質問をいたしましたが、町長は防災安全交付金事業や、農山村振興

交付金事業を視野に入れて研究し、中長期的な財政状況を見て検討したいと答えられましたが、

このことは前向きに実行するときの財政対策論の思考かなと感じたところでありました。国交道

路局は、道の駅が複合的な政策課題に十分発揮している現状からいたしまして、各自治体は積極

的にこの制度を活用すべきと言われております。前向きな調査・検討はできませんか。見解をお

尋ねいたしたいと思います。 
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 次に、ふるさと納税制度の活用についてお尋ねをいたします。 

 今、全国的に財政運営が厳しい中でありますが、人口急減、いや超高齢化に直面する課題に向

けて、地域が創意工夫で道の駅を地域の拠点に活性化する事業のために、ふるさと納税制度を活

用されているわけであります。納税者のうち４０.３％が、これは平成２７年度の調査でありま

すが、４０.３％が事業や趣旨に賛同したからと回答をしております。 

 国富町は、宮崎市で働く人も多く、津波被災者も多く出るだろうと予測をいたします。災害時

の後方支援、そして観光振興と産業振興面から宮崎市との広域的道の駅拠点づくりを重点目標と

したふるさと納税制度の募集は図れないか、お尋ねをいたしたいと思います。 

 次に、転作の細目書の地積確認についてお伺いをいたします。 

 農家は水稲被害に対応するために、農業共済制度を活用してきましたけれども、これは強制加

入であります。共済掛金も納入義務があり、必要以上の水増しとか面積を掛金の台帳に登録して

いるはずはないわけでありますから、ほとんどの農家が土地区画整理した時点の、基盤整備をし

ないところは別といたしまして、ほとんどの農家が区画整理をした時点の原簿面積が配分されて

いると私は認識しているわけであります。それが農家所得の水田面積で、そうしたものが水田面

積として共済細目書の面積であろうということであります。 

 本年度から細目書の面積台帳を本人の確認と了解もないままに、勝手に土地面積を変更した理

由は何なのか、細目書の変更を行った時点で、前年度分と比較してどうだったか確認はされなか

ったのかどうか、土地所有者との確認と了解はなぜされなかったのか。この点お伺いをしてみた

いと思っております。 

 次に、職員の執務態度についてお尋ねをいたします。 

 本庁ではベテラン課長が次々に退職され寂しい思いの中、ＩＴ社会で育った若くて才能豊かな

職員が世代交代して、課長・課長補佐・係長が誕生する後ろ姿を見るときに頼もしい限りであり

ます。 

 「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当たっ

ては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」という地方公務員法第３０条は、十分熟

知されたすばらしい職員ばかりだと信じております。 

 しかし、どれほど住民のため、行政執行のためのサービス精神及び人の道の欠如、創意工夫の

低下など、不安な要素があるわけであります。 

 特に、職員のリーダー的存在、立場に立った人は、人の持論も受けとめ、常に反省し、改善に

ついて論じ合う、そういったことが前進に対しての大きな意義があると思っておるわけでありま

す。仲よしクラブ的職場も必要でありますが、ぬるま湯につかるようなことではなくて、向上心

を持った議論を深め、公務員倫理について周知徹底を望みたいところでありますが、町長の御見
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解を求めたいと思っております。 

 次に、スポーツ選手の補助金制度についてお尋ねいたします。 

 本年度の中体連総合体育大会でありました水泳部門の１,５００ｍ自由形に優勝し、２００ｍ

自由形でも２位となって、県代表で九州大会に出場をした児童生徒がおります。少数な学級で水

泳部もできない環境の中で、昨年に続き２年連続の出場を果たしておりますが、その努力に対し

て励ましの言葉をかけましたが、「九州大会出場はどうしようかなと思案をしたところがありま

した。中学校の名誉もあるだろうからと、どうにか出場をさせました」という声をお聞きしまし

た。どうしてですかと尋ねますと、「昨年もそうだったが、本年も九州大会に出場するために

１万円の交付金を助成していただきましたが、３万円以上かかります。それでは保護者負担が非

常に大きい。２年も続くとね」とため息をついておられました。 

 中体連総合体育大会は健全育成のいわゆる義務教育の一環でもあります。県代表として九州大

会、全国大会出場に対して補助規程はできないものかお尋ねをいたしたいと思います。 

 以上で、壇上からの質問をさせていただきます。 

○議長（水元 正満君）  それでは、答弁を求めます。町長。 

○町長（中別府尚文君）  それでは、福元議員の御質問にお答えをいたします。 

 まず、スマートインター近傍の道の駅に関する事業の調査検討についてであります。 

 ことし７月に国土交通省宮崎河川国道事務所、県道路保全課に出向き、設置に関する説明を受

け、また、えびの市等に視察研修を行ったところです。道の駅がにぎわいのある空間になること

により、活力ある地域づくりや道を介した交流人口の拡大など効果も期待できること、また広域

防災拠点施設として位置づけると、事業採択でも有利になるとのことでありました。設置に関し

ては事業認定が必要で、周辺商店街、農産物販売所等の理解と協力、すみ分け等十分に検討する

ことが大事であり、道の駅を設置する必要性は何か、特色のあるもので何がアピールできるかな

ど、基本方針を定めることが重要であるとのことでした。 

 整備に関して県の説明では、一般的な規模であれば、おおむね８億円から１０億円程度の事業

費が見込まれるのではないかとのことであります。 

 前向きな検討をということでありますが、現在、本町では人口減少対策として子育て支援や移

住・定住促進への対応のほか、差し迫った対策として、防災行政無線デジタル化、小中学校のト

イレの洋式化や空調設備の設置など、環境整備への財源の確保が必要でありますので、道の駅に

ついては、事業実施による町の活性化への効果は十分私自身も感じておりますけれども、長期の

構想の一つとして考えていきたいと、このように思っております。 

 次に、道の駅に関するふるさと納税の活用についてであります。 

 本町のふるさと納税寄附金は、国富町元気づくり基金に積み立て、１つ目に元気なまちづくり
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に関する事業、２つ目に福祉に関する事業、３つ目に文化・教育に関する事業、４つ目に若者定

住促進に関する事業のほか、町長が特に必要と認める事業などに活用することにしております。 

 このため、御質問の被災時の後方支援基地と道の駅を拠点とした地域の産業振興を目的とした

道の駅建設事業は、当然ふるさと納税を活用することは可能となると考えております。また、広

域的なふるさと納税の活用ということで御提案がありましたけれども、そのような制度の利用が

可能なのかどうか、今後調査研究をしてみたいとこのように思います。 

 次に、水稲共済細目書の地積変更についてであります。 

 水稲共済細目書には生産者からの申請に基づき、字、地番、面積等の水田情報を記載していま

す。ところが、交付金の手続の際や現地確認等で、申請と異なる地番や面積があったため、細目

書の修正が必要となり、現在整備を行っているところであります。整備に当たっては、国の交付

金交付要綱による交付対象水田の整理、更新方法に沿って、農地台帳や地籍調査結果等の公的資

料に記載された水田面積との照合を行っているほか、水田の貸借関係も修正しており、現在、本

庄地区と八代地区の細目書の整備を進めています。 

 整備された細目書は、２月の転作受付や５月の交付金申請受付の際に本人に細目書変更の旨を

伝え、確認を行っており、指摘があればその都度再修正を行っています。 

 しかしながら、職員の説明不足のところも散見されますので、今後、変更内容の説明を十分行

うよう受付担当者に周知徹底を図ってまいります。 

 次に、職員の執務態度についてであります。地方公務員法第３０条において、「すべて職員は、

全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げて

これに専念しなければならない。」と規定されております。 

 職員の町民に対する接し方につきましては、挨拶を初め町民の視点で対応するよう常日ごろか

ら指導をしております。 

 また、人材育成についても、年齢、階層別の研修に参加させ、公務員としての専門性だけでな

く、基本的な接遇や社会人としての倫理観も身につけさせるよう努めております。 

 しかしながら、場合によっては職員の対応に町民からのお叱りがあるのも事実であります。職

員の町民への対応のあり方で重要なことは、町民の立場に立った臨機応変で誠意ある対応、また

町民の声に敏感で、町民とともに地域の課題に取り組む姿勢を持つことであると思っております。

人材の育成については、一朝一夕に成果の出るものではありませんが、全体の奉仕者という立場

を全職員がいま一度しっかりと理解し、町職員としての自覚と責任感を持って対応できるよう、

あらゆる機会を通して指導していきたいと考えております。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（水元 正満君）  教育長。 
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○教育長（豊田 畩光君）  それでは、部活動の大会参加補助に関する御質問にお答えいたしま

す。 

 中学校の部活動は生徒の自主的、自発的活動により、スポーツや文化等に親しませ、学習意欲

の向上や責任感、連帯感の涵養を目的に、学校教育の一環として位置づけられています。教育委

員会では、地区大会を勝ち抜いて県大会に参加する生徒の参加旅費を全額補助し、さらに、優秀

な結果を残して県外大会に出場する際には、国富町立学校等各種大会出場補助金交付要綱に基づ

き、交付基準に定める補助金を交付し、役場に懸垂幕を掲げて応援しています。 

 スポーツ等での活躍は、子供たちに大きな夢や誇りを持たせ、これからの人生の飛躍につなが

る貴重な契機になることから、保護者の負担を考慮しつつ、規程の見直しを含めてさらなる支援

ができないか検討していきたいと思います。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（水元 正満君）  それでは、ここで暫時休憩といたします。 

 午後の再開を１時５分といたします。 

午前11時50分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時04分再開 

○議長（水元 正満君）  それでは、休憩を閉じ、再開をしていきたいと思っております。 

 それでは、質問を続けてください。福元議員。 

○議員（１０番 福元 義輝君）  まず、最初の質問内容の件でありますが、町長もこの事業に

ついては、もう十分理解をされておるし、やりたいという気持ちがわかるわけです。財源問題で

大変苦慮されるということ、私も、そういうことはもう同感であります。そんなときにこんな問

題を出せるかどうかということも含めて、大分考えたあげくの質問でございます。 

 町長の答弁の中で、８億円から１０億円ぐらいかかるということの答弁がありましたが、これ

はもう一回聞かせてください。どこの、県ですか、あるいは宮崎地方整備局ですか、どこの調査

による数字ですか。お尋ねしたいと思います。 

○議長（水元 正満君）  答弁を求めます。企画政策課長。 

○企画政策課長（瀬尾 孝徳君）  町長の答弁でおおむね８億円から１０億円という答弁をいた

しましたが、これは県の道路保全課に行って聞いたところです。福元議員が紹介された日南の北

郷や串間など聞きましたが、北郷は市有地のため用地買収は全然含まないということで、大体

８億円程度です。そして、串間はきょうの新聞に出ていましたが２２億円です。それと「えび

の」は駐車場とかそういうのはもう別にして、農産物販売施設などで５億２,０００万円、もろ

もろのトイレとかそういう施設は別なので、それを含めると１０億円程度の施設になり、県内の
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道の駅の規模は大体そのくらいになるでしょうということを聞いております。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（水元 正満君）  福元議員。 

○議員（１０番 福元 義輝君）  一応、８億円から１０億円ぐらいかかると。大体専門家が概

算したわけで、大体そのくらいかかるだろうということでしょうが。じゃあそれから、いろんな

制度事業を利用したときに、どれくらいの自己負担が必要なのか、ここ辺の試算はされておられ

ませんか。 

○議長（水元 正満君）  企画政策課長。 

○企画政策課長（瀬尾 孝徳君）  事業に対する補助金ですけど、それについては詳細なとこは

聞いておりません。実際その道の駅に行って聞いたんですが、事業費の２分の１、３分の１程度

で、実際の金額ははっきりはおっしゃいませんでした。 

 また、制度事業が違うので補助率も違うし、自己負担がそれぞれ違うということで、そのよう

に私ども受けたところであります。 

 以上、お答えします。 

○議長（水元 正満君）  福元議員。 

○議員（１０番 福元 義輝君）  道の駅の話ですが、あそこはもう事業自体がスマートイン

ターと直接接続していない事業なんです。私も２回ほど行って内容を聞き、私が行ったのは道の

駅とは何ぞやということも聞くために行って、いろいろ事業も聞いたわけですけども、私が考え

るには、やっぱりこうした答弁が必要なときには、職員の方は８億円から１０億円ぐらい大体か

かるということであれば、事業を実施するときに、どんな事業で大体こんくらいは自己資金がか

かると、財政課長がこれは無理かなと、やっぱりそこ辺まで真剣に考えて、そしてどうしてもこ

れは無理だという結論に達しなければ、ただ単純な考え方で町長に情報を提供しては、町長も判

断のしようがないと私は思うんです。 

 スマートインターチェンジの設備のときも、１回、２回、３回目までは、町長は２０億円かか

ると、もう到底無理だということでありました。国富町の田尻の太陽光発電も、出荷するには西

都のインターを利用すればいいっちゃというようなことも言われておりました。 

 これもやっぱり担当課がしっかり中身を調査しておれば、町長もこういう答弁が出てこないは

ずなんです。今回もやっぱりそういった、どれくらいかかるのかということを調査してほしかっ

たなと、これからももっともっと勉強してほしいと思います。私のような田舎者でも、あらん限

りの資料を取り寄せて、どうして国富町の活性化のためにできるかということを、夜も昼も寝ら

んで考えているんです。ぜひ、頑張っていただきたい。 

 特に町長が、広域的な事業実施ができるかどうか、調査してみたいということでしたが、この
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点、担当課の方はどんなふうに考えておられますか。 

○議長（水元 正満君）  企画政策課長。 

○企画政策課長（瀬尾 孝徳君）  広域的なふるさと納税のことでよろしいですか。 

 これは、周辺自治体が同じ課題を持って、その問題解決に取り組むプロジェクトに対して寄附

を募る納税制度、クラウドファンディング型のふるさと納税ですけど、これは沖縄とかでもやっ

ている例があると聞いておりますが、これは共通の課題で募集しても、寄附金は指定した一市町

村にしか入らないということであります。まだ広域的なふるさと納税につきましては十分に理解

しておりませんので、また勉強していきたいと思っています。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（水元 正満君）  福元議員。 

○議員（１０番 福元 義輝君）  この点についても、もっと勉強してほしいと思います。国交

省の道路局においては、道の駅の重点制度の取り組みということで、平成２６年度から、複数の

関係機関が連携することで、相乗効果があるということで、道の駅の地域活性化を支援していく

ことになったと。そして去年ですか、全国地区を認めたという事例もあるわけです。 

 ですから、例えば私が登壇中も言いましたように、宮崎市内にも宮崎市だけの３万４,０００の

被害じゃないと思うんです。国富町からもやっぱり何百人て仕事に行っていたり、あるいはほか

の地域からももちろんそうですが、やっぱり国富町と隣接している宮崎市と災害圏は一緒だと思

うんです。 

 ですから、後方支援にしてもいろんな活性化にしても、隣接関係、複数以上のだから２つ以上

のそういった事業があれば、申し込めば、それに対しては力を入れてやりますということが明記

してあるわけです。だから、そういうこともちゃんと調査した上で、やっぱり我々に自信を持っ

て説明をしていただきたいと思うんです。 

 ですから、これからですけれども、昨年からですか、こうした事業が１０年間の間で期間が大

体設けられておりますから、この１０年間の間にぜひ制度にのせて、そして実際自己資金が要る

のは計画してから数年後だと思うんです、実際金を出さないかん。ですから、その前に十分調査、

検討していただいて、そして次に移りますが、財源問題としては、いわゆるふるさと納税、これ

を活用していただいたらいいんじゃないかとは思っているところであります。 

 そこで、ふるさと納税の全国的なことは聞きませんが、宮崎県の実績、これはどんなふうに把

握されておられますか。都城とか綾が全国でもトップレベルですね。その点の状況を。 

○議長（水元 正満君）  答弁を求めます。企画政策課長。 

○企画政策課長（瀬尾 孝徳君）  県内の状況ということですが、平成２０年度にスタートして

おりまして、その年は県内では４,１００万円の金額で受け入れ件数５４５件でした。２９年度
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は新聞で報道されていますが、全国第２位になりました都農町は７９億１,４８１万円です。宮

崎県全体は約２４９億円、１５５万件です。これは全国第３位の受入額となっております。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（水元 正満君）  福元議員。 

○議員（１０番 福元 義輝君）  よくわかりました。全国レベルでは私の資料はちょっと古い

んですが、決算時点ですから古いと思うんですが、２８年度実績では４５３億６,０００万円全

国的に上がっているわけです。これは２６年度とすると３倍ぐらい急に上がっているわけです。 

 ですから、宮崎県においても、今おっしゃったように平成２０年から４,１００万円、

５４５件が始まりです。ですね。２６年から４億９,０００万円だったのが２７年は３３億

１,６００万円になっているんです、宮崎は。もうばっと上がっているわけです。それだけ魅力

があると同時に、その事業を努力して取り組んでおるかちゅうことが、それで一応御理解できる

と思うんです。 

 綾町の場合、２６年度が９億４,４００万円、６万２,９９１件、全国４位だったそうですが、

２７年度は５億８,２００万円になったと。これは余り過剰では、やり過ぎじゃねえかというこ

とも批判を受けたということを聞いておりますから、セーブしたんじゃないかと思いますが、

３万８,０９７件の応募者があっております。 

 このように、努力をすれば数億円の募集が可能になるんではないかと思うんです。いろいろ

データを見ると、やっぱり道の駅をつくる場合に、目的、この事業をやりますというふうにした

ときは、返礼品もやらないとこもあるそうです。それでも入ってくると。地域もそういう事業な

ら喜んでやりますということで、入ってきているとこが、もう増えつつある。 

 ですから、そういうことも含めて努力ができるかどうかです。今の仕事の内容の中でできるか

どうか。それは当面パソコンとにらみ合わせていろいろデータを引き寄せて、勉強していただけ

ればできる問題でもあろうかと思いますが、まずそこ辺のところをちょっとお聞かせください。 

○議長（水元 正満君）  企画政策課長。 

○企画政策課長（瀬尾 孝徳君）  ふるさと納税につきましては、返礼品の豪華な物を送れば集

まるという、ちょっと最初の趣旨と違ったところで注目されておりまして、総務省からも地元特

産品や返礼品は３割以下に抑えなさいと要請が来ております。今度の通知では、そういうのは公

表して指導していくということも受けておりますが、国富町は最初から町の特産品に限って、返

礼品を贈っています。そして本当に本来の目的で寄附をしている方も多くなっておりますので、

事業目的、先ほど町長言いましたように、まちづくり関係とか福祉関係、また今回の定住に関す

るものも目的として上げております。 

 それで広めていきたいと思いますし、また定住促進関係は企業版ふるさと納税にも国の認定を
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受けましたので、そちらのほうで独自にまた募っていきたいと考えております。 

 また、さらに強化して返礼品の開発、それとかホームページのふるさと納税版のコーナー、

ポータルサイトを使ってより広く募集をかけていきたいというふうに考えております。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（水元 正満君）  福元議員。 

○議員（１０番 福元 義輝君）  町長がそんげ金があるとかと言われるぐらい努力をしてみて

ください。まず、最後にそれをお願いして、この件はまだまだ十分話したいわけですが、これで

終わりたいと思います。 

 それから、転作田の確認問題であります。細目書の面積そのものは、もともとが水稲共済等を

もらうための法的な制度事業なんです。ですから、どうしても義務的にもう掛金を掛けて、面積

を報告しなきゃならない義務があるわけです。だから、転作のときは共済細目書の提出を添えて

申請をするということになっておるわけです。ですから、住民の人が面積を必要以上に余計に申

告すると、必要以上な共済金を納めないかんから、そんなことはしないわけです。やっぱり耕地

整理をしないところは別です。したところは、その当時しっかり土地改良法に基づいて、きちん

と原簿をつくって配分しておるわけですから、それに基づいて農家は申請をしているわけです。

そんなに間違えるはずがないわけですが、そういう今回農家に無断でそういった調査をされた、

そのまず根拠は何ですか、お尋ねしたいと思います。 

○議長（水元 正満君）  中山農林振興課長。 

○農林振興課長（中山 秀雄君）  この見直し修正をした理由ということでございますが、今お

っしゃいましたように、従来は本人申請で水稲共済細目書をつくられて、今まで交付金の対象と

して支払いをしておりました。 

 しかしながら、この交付金の手続の際、それから現地確認を行う中で、実際の申請面積と異な

った面積があるというのが散見されたということで、今回修正をすることになりました。 

 それから、今まで共済組合が行いました強制といいますか、３０ａ以上の当然加入という制度

でございますが、来年から収入保険制度へ移行されます。これは、今まで強制でありましたのが、

任意加入になるといった制度へ変わるというものでございまして、国から面積を正確に出すよう

にとの指導がございました。これが、今回見直した理由であります。 

 以上です。 

○議長（水元 正満君）  福元議員。 

○議員（１０番 福元 義輝君）  国の指導によるものだったんですか。それは理解しました。

ただ、やはり財産ですから、農家の。こういうことで指導を受けましたと。ですから、農家の皆

さん、細目書の面積を調査して、３０年度はこういうふうになりますが確認してくださいという
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文書の、一通ぐらいは出してもらえれば、みんなが理解するんです。みんな知らないんです。そ

んな変更なっちょっちゃろかい。けさも私が質問することを聞いたのかどうかわかりませんが、

うちは６畝違うというのは米帳とこもあると。でも、これは、地籍調査をしているところは間違

いないと思うんですよ。それで、地籍調査をしないところはまだ変わってくるんです。それで、

こうでありますて、これは国の方針であれば、農水省に報告するわけでしょう。そうすると、こ

んたびまた変わりましたちゅう変更届をするわけですか、地籍調査があったとき。そこ辺のとこ

は、恐らくできるとは思いますけど、そういうややこしいことをせんでも、地籍調査が終わった

時点でしっかり面積を確認した上で、そういう変更はやるべきだったんじゃないかと思っておる

わけです。 

 ただ、土地改良法で、基盤整備をやっていないところは昔の測量ですから、鉛筆なめちゃ図面

を描いたりしたとこが多いわけですから、若干むしろ増えるとこが多いんじゃないかと思うんで

す。そういった意味から、調査のあり方に対して、検討をしていただきたいと思っているわけで

あります。 

 私の部分も極めて約１反９畝から減っておったからこれはびっくりして聞くわけですけど、立

て札を立てなさいちゅうことで、こう見て、あれ、１枚の田んぼが１反５畝から少ない、一方の

面積も七、八畝少ない、どうしたものかと思って調査に行ったわけです。そしたら、「いや福元

さん、申請のときにちゃんと間違っていませんか」という、間違っておれば「申告をされなかっ

たですか」と言われて、「いやそのときは、ちゃんと前年度と変わりませんか」と言うから「う

うん、何もせんから変わりませんから、変わるはずがないわね」と言っていたら、「ああそうで

すか」ということで受け付けた。そんなときにはこういうことで変わりました、あんたのはこん

なふうに変わっていますよということがあれば、こういう誤解も招かないんです。そういった点

で私たちの能力判断のミスですか、そこ辺は。どうですか。 

○議長（水元 正満君）  農林振興課長。 

○農林振興課長（中山 秀雄君）  今おっしゃいましたように、町としましても２月の転作受け

付け、それから５月の交付申請の受け付けの時点で控えをお渡しして、確認していただけるとい

うふうな認識もございました。また、個人から言われて、再修正をしたところもございますので、

そこは私たちの説明が足りなかったというふうに認識しております。 

 対策としましては、前年度と細目書の面積が変わっている、変更されたところにつきましては

もう一度チェックを行い、合筆や自分で合わせられているというような水田も見受けられますの

で、航空写真などで確認をしながら、詳しく地権者の方に確認をしてもらうように指導をしてい

きたいと考えております。 

 以上です。 
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○議長（水元 正満君）  福元議員。 

○議員（１０番 福元 義輝君）  間違いちゅうのは誰でもあることだから、私はその点は理解

するわけです。やはり的確な把握が欠けておったという感じがするわけです。私が行ったときも、

私たちは固定資産台帳で調べているんだから間違いありませんよという対応。そして間違ってお

れば、申請が来れば、あんたたちが来ればいつでも修正がきくんですよという考え。こういう、

いわゆるちゃんと我々に了解を得るような手続がしてあれば、そんなことは我々も感じませんけ

ど、何もないのにあんたたちが間違ったって気づけば修正はききますよ。そうじゃなくて、ああ

間違っておりますか、じゃあ一緒に調べますかと言っていただきたい。 

 そして、私は自分みずから綾川土地改良区の４０年前の資料を出して、その当時の配分原簿を

調べた。あるいは配分があってから後の河川改修にとられたり、道路の拡張にとられたりした部

分は自分で全部申告してやっておりますから、そんなものも調べた上で、そして固定資産台帳を

調べて、私の納得のいく面積でこうですよちゅて農林振興課に持って行ったんです。そしたら本

当に笑顔ですばらしい女性がおられました。もう一回行って笑顔が見たいなちゅうぐらいの笑顔

で対応していただきました。「ちゃんとこれを上司に報告してくださいよ」と言ったんです。

「わかりました」。やっぱりそれを見たら、「調べていただいたんですね」と、「わかりました、

お疲れさんでした」というぐらいの一報ぐらいは、わざわざ私は半日かけて調べていたんだから、

そういう心遣い、サービス精神、それを私は言っているんです。何も仕事ぶりがどうのこうのじ

ゃなくて。そりゃ頭はすばらしいよ、もうびんびんくる皆さんですから。じゃけど、そういった

面が非常に憤りを感じ、ほかの人も何か電話で何人か聞いた人がおられて、「いや、それは税務

課の固定資産台帳で私どもが調べたっちゃから間違いありません」ちゅうな答えやったから、私

もそう言われればそうかと思って引き下がったというような人もおられました。 

 だから、やっぱり丁寧な心というものを身につけてほしいという観点から、こんな言いたくも

ないことを言ってしまったわけです。この件については、これで終わらせていただきたいと思い

ます。 

 それから、職員の執務態度についてお尋ねをいたします。 

 非常に職員の方すばらしい方で、窓口に行っても女性の方は対応もいいし、２階に上がっても

上がったとたん、皆さんが、女性の方、挨拶をしてくれるし、対応の姿勢は非常にいいと思って

おります。ただ、仕事をする上司の方が、能力はあってもしゃくし定規あるいは前例踏襲、事な

かれ主義、コスト意識の欠如、サービス意識の欠如、これは国富町だけじゃなくて、国家公務員、

地方公務員を問わず行政に求められている国民、住民の、これは印象として上げられているとこ

ろであります。 

 ですから、いろいろ私も言いたくもないことを言わざるを得ないということは、こういうこと
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を感じましたので、ここで町長から職員の皆さんにぜひ御指導をいただいて、そして住民サービ

スが十分できるような形でやっていただきたいという観点から申し上げているわけです。 

 転作問題もそうですが、このことも伏せておこうと思って今まで発言もしませんでしたけど、

農地災害のときにどうしても無理だと区長さんを通じて言ったけど、無理だと言うから「福元議

員、何とかならんもんじゃろうかい」という相談を受けたから、私も相談に行ったら、腕を組ん

で、「いや、それは無理ですわ」とそういうことを言われました。 

 私が見た限りでは、その部分だけじゃなくて関連した災害もあるから何とかなりそうだと思っ

たから、ある某県議を通じて、要望書を持って中部農林に行ったわけです。中部農林振興局では、

部長、次長、課長３人そろって対応していただきました。「よくわかりました、すぐ調査行きま

す」と。そしたら後日「調査に何日に行きます」と、結果的には農地整備課長が、「福元さん、

私も課長になったばかりで本当に力不足で済みません、できました」という報告を受けました。 

 やっぱりそういったときは、担当課の、私もできたことはわかっているわけですから、できて

よかったですなという言葉ぐらいは。受益者なり、私もそうですけど、一番問題は我々がだめだ

と思ったことを、中部農林局の職員の人たちが一生懸命考えて、そして災害に駆けつけてくれた

ということを、町長に何で報告しないのか。そうすると町長はそれを聞いて、機会があるごとに

中部農林にお礼のしようもあるやないかという感じをしておるわけです。そうすると、また次の

災害が起きても、気持ちよくいろんな国富町のことについては対応するということにもなるわけ

ですから、それもひとつの職員のとるべき人間的な道として大事なことだと思ったから、あえて

もうここでそんなことを言う必要もないんです。だけど、後期高齢者のじいちゃんが、こんなこ

とを言われたっちゃという気持ちで、腹を立てずに前向きに、ああやっぱりこういうこともあっ

て反省し、後輩にもちゃんと継いでいかないかんなという気持ちを持ってほしいから、あえて申

し上げておるわけです。その点、町長御指導いただけますか。 

○議長（水元 正満君）  町長。 

○町長（中別府尚文君）  十分承りました。先ほどの答弁の中でも申し上げましたけれども、

我々職員の執務態度といいますか、それは町民の目線に立って仕事をしていく、そのことが一番

重要だと思っております。また、答弁の中で申し上げましたけれども、あらゆる機会を通して、

そういう職員の指導に全力を尽くしていきたいと、こんなふうに考えております。 

○議長（水元 正満君）  福元議員。 

○議員（１０番 福元 義輝君）  それと次に移らせていただきます。スポーツ選手の補助金制

度について尋ねております。 

 今回、県代表として九州大会にもう２年連続行ったと。交付金が１万円支給されたということ

ですが、これは町独自の交付金だったということで後で聞いたんですが、それは間違いありませ
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んか。 

○議長（水元 正満君）  答弁を求めます。教育総務課長。 

○教育総務課長（大矢 雄二君）  先ほど教育長の答弁でも申し上げたんですが、国富町立学校

等各種大会出場補助金交付要綱に基づきまして、交付基準に定める補助金、九州管内であれば

１万円という金額を支出しております。 

 以上です。 

○議長（水元 正満君）  福元議員。 

○議員（１０番 福元 義輝君）  町から熱心に、県はともかく町が出していただいておるとい

うことを聞いて、本当感謝、感謝であります。このほか３,０００円、また後から追加があった

ということですが、これはどこからですか。 

○議長（水元 正満君）  教育総務課長。 

○教育総務課長（大矢 雄二君）  これは、中体連に対しまして県からの補助金があります。県

全体で２００万円程度でありますが、中体連の事務局を通して各中学校に交付されるようになっ

ております。ことしの場合が、１人当たり３,０００円に満たない程度と少ない金額であるのが

現状です。 

 以上です。 

○議長（水元 正満君）  福元議員。 

○議員（１０番 福元 義輝君）  県の中体連、県のスポーツの統括団体として、県体育協会に

２億７,８００万円、これは２８年度ベースですけど、ことし３０年度はまた上がっていくか下

がっていくかわかりませんが、これくらい来て、その体育協会から高等学校の体育連盟あるいは

中学校の体育連盟、小学校の体育連盟ちゅうなふうに案分されて支給されておる。ですから、当

然、県代表で行くとすれば、県の中学校体育連盟から補助金が出るのも当然だなと考えておった

わけですが、その点の可能性はできませんか。 

○議長（水元 正満君）  教育総務課長。 

○教育総務課長（大矢 雄二君）  本年度の中学、高校体育関係の県の予算でありますが、高校

の体育連盟が４,８９５万円であります。うちインターハイの旅費相当が３０３万円となってお

りました。それと、中学体育連盟の県からの予算が２,６４０万円、うち中体連、私が先ほど申

し上げましたが旅費関係が２０３万円となっております。 

 以上であります。 

○議長（水元 正満君）  福元議員。 

○議員（１０番 福元 義輝君）  県自体も若干減っているんですね、この内容から見ると。で

も私はやはり県の関係者の皆さん方にも相談して、今後もうちょっと助成してほしいと。特に中
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体連主催というのは義務教育の一環なんです。スポーツ青少年団は、いわゆる一つの社会体育の

クラブのほうで頑張っている方が多いわけで、本当に義務教育でひたすらプールも練習するとこ

もない、指導もない。ましてや守ってくれる保護者も１人、組織があれば組織を挙げて、昔だっ

たらいろいろ品物も贈ったりして遠征費を稼いで、無理のないような方法もあったと思うんです

が、小さな学校ではそれもできない状況ですから、できたならば、ほかの地域では遠征費の３分

の２は支給するということになっているようですから、財政の厳しい状況ですけど、とりあえず

町の１万円の負担をもう少し頑張っていただけませんか。この点についてお尋ねしたいと思いま

す。 

○議長（水元 正満君）  教育総務課長。 

○教育総務課長（大矢 雄二君）  町といたしましても、県外大会出場すること自体が保護者に

とって必要以上の大きな負担とならないように、県からの補助をさらに拡充するよう働きかけた

いと思います。 

 それと、最初の教育長答弁にありましたが、社会体育にかかわる補助金の交付基準に定める額

を現在交付しておりますけど、規程の見直しも含めて検討を進めていきたいというふうに考えて

おります。 

 以上です。 

○議長（水元 正満君）  福元議員。 

○議員（１０番 福元 義輝君）  特に義務教育を基本とする選手遠征ちゅうことを念頭に置い

て見直しをやってほしいと思います。社会体育の場合は、やっぱりそういった負担は覚悟の上で

やっておるわけですから。それからもう一つ、吹奏楽とか合唱団とか全国大会に行きますよね。

そういった場合は、交通費とか宿泊費の実費あるいは楽器の輸送費とか、こんなのも地域によっ

ては全額補助をしているところもあるようですが、国富町の場合はどんなんなっていますか。 

○議長（水元 正満君）  教育総務課長。 

○教育総務課長（大矢 雄二君）  先ほど申し上げましたが、基準というのがスポーツ、文化と

なっております。昨年度も文化関係で全国大会に行った者がありまして、これに補助をいたして

おります。 

 以上です。 

○議長（水元 正満君）  福元議員。 

○議員（１０番 福元 義輝君）  ちゃんとそれなりの面倒は見るようにやっているということ

ですね。わかりました。 

 いろいろつべこべ申し上げましたが、お互い整理をしながら、私たちも財政上の問題について

もしっかりとさらに勉強しながら、そして執行部がより仕事がやりやすいように一生懸命努力も
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しますので、何なりとお申しつけいただいて、活動の範囲を広げやすいように一緒になって頑張

っていきたいと、このように思っております。どうぞ、よろしくお願いを申し上げまして、きょ

うの質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 

○議長（水元 正満君）  これで、福元義輝君の一般質問を終結いたします。 

……………………………………………………………………………… 

○議長（水元 正満君）  ここで暫時休憩いたします。次の開会を２時といたします。 

午後１時50分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時00分再開 

○議長（水元 正満君）  それでは、休憩を閉じ、再開をしていきます。 

 最後に、河野憲次君の一般質問を許します。河野憲次君。 

○議員（９番 河野 憲次君）  お疲れさまでございます。午前中は傍聴者の方たくさんいまし

て、午後になってちょっと寂しくなりましたけれども、あとに残られました傍聴者の皆さんにお

礼を申し上げます。 

 質問の前に一言申し上げたいと思います。台風２１号も私ども宮崎県は直撃を免れ安堵したと

ころでございますが、関西あたりでは２１号で強風で相当な被害が出ているところでございます。 

 ことしは極度の異常気象によりまして、各地区で災害が発生し、特に中国地方を中心に想定外

の豪雨により、広島、岡山、四国と甚大な被害が発生し、多くの犠牲者が出たところでございま

す。犠牲になられた方々の御冥福と一日も早い復興を願うものでございます。 

 ジャカルタアジア大会では、日本選手のメダルラッシュが続いており、次期２０２０オリンピ

ックに向けて大いに期待するところであります。その裏では、スポーツ界では残念な出来事が多

発しております。 

 夏の風物詩であります１００回記念全国高等学校野球大会において、準優勝した秋田県代表の

金足農業は、選手全員が地元出身の県立農業高校生で、雑草軍団が強豪相手に勝ち進む姿に地元

住民だけでなく、農業関係からも勇気づけられたとの共感の声、さらには全国から１億９,０００万

円の寄附とのこと、私たちの農業を営む一人としても感動したところであります。 

 それでは、ただいまから通告しています一般質問をいたしますので、町長を初めとする職員の

皆さんの答弁に期待するものであります。 

 まず、農業行政についてお尋ねをいたします。２０１９年度より、森林環境譲与税が段階的に

配分されますが、これに対する本町の取り組み計画を伺います。 

 次に、宮崎県森林環境税を活用した取り組みの中で、平成３１年度から九州初の林業大学校が

開校されます。これに対する取り組み内容を伺います。 
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 次に、教育行政について伺います。各小中学校には、授業課程のため児童生徒が使用していな

い長期休業の間のプールの一般開放に向けての見解を伺います。 

 次に、幼児プールの問題点について、過去に一般質問を通告し答弁をされていますが、どのよ

うになっているか伺います。 

 以上で、登壇の質問を終わります。 

○議長（水元 正満君）  それでは、答弁を求めます。町長。 

○町長（中別府尚文君）  それでは、河野議員の御質問にお答えをいたします。 

 まず、森林環境譲与税についてであります。 

 国は本譲与税の使途として、間伐や保育作業路整備といった森林整備に加え、人材育成や担い

手の確保、木材利用の促進や普及啓発を掲げています。具体的には、これまでさまざまな課題等

により手入れができていなかった森林の間伐、保育作業路等の森林整備やこのための意向調査、

境界確定、さらに森林整備を担う人材育成や担い手の確保等の取り組みを推進していくこととし

ています。しかしながら、現時点ではまだ不明確な部分も多く、これから詳細な法整備に向けて

の検討がなされることになっています。 

 本譲与税は、地域の実情を踏まえた効果的な取り組みを、幅広く弾力的に実施することが可能

とされていますので、町といたしましても、今後、林業の振興や民有林の育成等に資する取り組

みや活用策を検討していきたいと思っています。 

 次に、宮崎林業大学校（仮称）についてであります。 

 県は将来にわたって持続的な林業の振興を図るため、現在実施している宮崎林業青年アカデ

ミー研修等の実績を踏まえ、実践的な人材育成を総合的に行う林業大学校を平成３１年度に開校

し、林業、木材産業が求める人材に対応した各種の研修を実施することにしています。 

 町としましては、現在、研修を希望する受講生に対する支援策等について具体的な対策は策定

しておりませんが、県では今後、県内外の関係機関を対象として、当大学を支援するための宮崎

林業大学校サポートチームを立ち上げる計画があると聞いています。したがいまして、その内容

を見ながら、町としての支援策等について、今後検討していきたいと思っております。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（水元 正満君）  豊田教育長。 

○教育長（豊田 畩光君）  それでは、学校プールの休業中の一般開放についてお答えします。 

 学校の施設は、教育に支障のない限り一般に広く利用させることが認められており、体育館の

夜間開放などで町民によく使用されています。夏季休業中のプール使用については、水泳記録会

に向けての練習や泳げない児童への水泳教室などのほか、児童を対象にＰＴＡが主体となった

プール開放を実施しています。 
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 ただ、お盆の間の水質の管理など、教職員の負担が大きい割に利用者が減ってくることから、

この夏休みのプール開放も盆前には終了している状況です。一般への開放となりますと、衛生管

理や安全確保のための体制整備など多くの課題があり、国富町公立小学校及び中学校の施設の開

放に関する規定にも、校庭及び体育館と規定されていることから、プールの一般への開放につい

ては、現状では難しいと判断しています。 

 次に、町の幼児プールについてであります。ことしも暑い日が続き、多くの親子に利用いただ

いていますが、施設の充実につきましては、要望を踏まえて検討を続けてきています。水深が浅

く、狭い幼児プールですので、まず安全性の確保を図らなければなりません。したがって、増設

するとしても小さなすべり台ぐらいが適当ではないかと考えています。 

 この施設は昭和５６年の開設であり、ろ過ポンプの更新等も今後必要になってきます。施設の

充実については、優先順位を含め、年次的に計画し、さらに知恵を絞りながら、町民に喜んでも

らえる幼児プールにしていきたいと思います。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（水元 正満君）  河野議員。 

○議員（９番 河野 憲次君）  町長から答弁をいただきました。 

 この森林環境譲与税です。 

 これの目的、先ほど町長が答弁されたとおりでありますが、その前にもう一つあるんです。と

いうのは、御案内のとおり、今、地球環境の変化、各地でいろいろと災害やらあっています。そ

れが一つの最初の目的かなと思うんですけど。各地での豪雨災害です。近年は北部の九州豪雨、

あるいは中国地方の岡山、広島でありました。そして河川の氾濫、流木が発生して下流部に大き

な被害が出ております。 

 そして、災害防止のためのまず森林整備が必要だと国は考えておったわけです。さらには地球

温暖化防止、そして国土の保全、災害には水源の涵養、そしてそれは地方創生や快適な生活環境

につながる、そしてまた温室効果ガスの吸収源、二酸化炭素を吸収します。 

 こういうことが一つの最初の目的で、この環境税というのは始まったんじゃないかなと思って

います。私どもが考えると国はやっぱり遅いなと思うんです。もう全国の自治体でもこの環境税

は十何年前から議論をされちょりました。そして、宮崎県もいわゆる環境税というのは、もう独

自で取っていますね。そして、今初めて国が動き始めたと。しかも譲与税という形で町に配分す

るというわけじゃないですね。その譲与税というのはどこから譲与するとかというと、金を借り

てくるわけですね。特別会計から譲与税を借り入れて、そしてその分を地方に分けますよという

んですね。そして、本当に国民からお金をいただくのは、譲与税期間が５年間ありますから、そ

の後からお金は国民からいただきますよという感じの、いわゆる森林環境譲与税ということなん
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です。 

 だから、おくればせながら、ようやく国も腰を上げたかなとそんなふうに思っているのですが、

こういう形でやってくれますから、私ども地方においては、いわゆる森林整備を進めるにおいて

は一番いい環境だなと、そんなふうに思っております。 

 その中で、環境税が来年３１年度から入ります。これが５年間譲与税として入ります。もしわ

かっていただけたら、この環境税の配分、これが最後までになると１５年かかるんです。来年か

ら始まって４５年までかかります。配分がもしわかっていれば教えていただきたいなと思います。 

○議長（水元 正満君）  答弁を求めます。中山農林振興課長。 

○農林振興課長（中山 秀雄君）  譲与税の本町への配分ということでございます。試算が県か

ら出されておりまして、平成３１年でありますが、県全体の配分が５,７９０万円、本町への配

分が５００万円と試算されております。また、５年間の配分でございますが、平成３１年から平

成３３年までの３年間は同じく５００万円、平成３４年から平成３６年までの３年間につきまし

ては８００万円に移行します。最終的に１５年後、平成４５年になりますが、このときは

１,７００万円と試算が出ております。 

 以上です。 

○議員（９番 河野 憲次君）  ありがとうございます。 

○議長（水元 正満君）  河野議員。 

○議員（９番 河野 憲次君）  早かって済みません。今の課長さんからありましたとおり、今

は５００万円、５００万円、それから８００万円ということでありますが、３７年からはどんな

ふうになっています。 

○議長（水元 正満君）  農林振興課長。 

○農林振興課長（中山 秀雄君）  あくまで試算でありますが、３７年から４０年までが

１,１００万円、４１年から４４年までが１,４００万円、そして最終的に、先ほど申し上げまし

た平成４５年から１,７００万円という、これは計算式で出したときの試算でございます。 

 以上です。 

○議長（水元 正満君）  河野議員。 

○議員（９番 河野 憲次君）  このようにして税金が配分されます。これは１００％にならな

いのは、３７年から国民が税金を納めないかんわけです。その前借りをいわゆる譲与税という形

でとっていますから、これが全額入らんというか、これから３１年から５年分の譲与税分を返し

ていかないかんというわけです。それは１００％にならないと。返した後４６年から全額配分で

きるという形でありますが。これに関して本町の私有林といいますか町有林、こういった面積は、

今どのくらいなっていますか。わかったら教えてください。 
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○議長（水元 正満君）  農林振興課長。 

○農林振興課長（中山 秀雄君）  国富町の民有林の中に私有林と町有林というのがございます。

私有林、個人で持っておられる面積が３,０２５ha、町有林が４２８ha、合わせまして民有林が

３,４５３haとなっております。 

 以上です。 

○議長（水元 正満君）  河野議員。 

○議員（９番 河野 憲次君）  町有林も民有林合わせて。 

○農林振興課長（中山 秀雄君）  私有林と合わせて。 

○議員（９番 河野 憲次君）  ３,０００。 

○農林振興課長（中山 秀雄君）  ３,４５３haです。 

○議員（９番 河野 憲次君）  ありがとうございます。３,４００、町有林と民有林合わせてあ

るそうですが、大体この中で毎年、毎年切っていきますね、植えてもいきますけど。大体何haぐ

らい伐採されて、そして何haぐらい１年間に植えていくのか、そのあたりをちょっと教えてくだ

さい。 

○議長（水元 正満君）  農林振興課長。 

○農林振興課長（中山 秀雄君）  １年間の伐採面積ということでございますと、これは２９年

度の単年度の面積であります。伐採面積が８６.９７ha、そのうち植栽をされた面積が

２９.７５haということで、伐採面積の３４％は植栽をされている。要するにそれ以外は植栽さ

れていないと、天然更新といった形で２９年度は推移しております。 

 以上です。 

○議長（水元 正満君）  河野議員。 

○議員（９番 河野 憲次君）  今、三十何％は植えると、それ以降はいわゆる天然、自然林で

すね、それになるということで。町長、先ほど言いました私有林って今話をしていますけど、あ

れ民有林ですか。 

○農林振興課長（中山 秀雄君）  民有林です。民有林も私有林も一緒ということで理解をお願

いします。 

○議員（９番 河野 憲次君）  ですから、仮に１０年間、こればったばった切っていきます。

そうすると７割か６割ちょっとは残っていきますよね、ずっと。それはずっと残っていけば

３,０００町歩ですよね。これをずっと続けていって、過去３年間ぐらい３０ぐらいの植林とい

うことでありますから、７０は自然になっていくちゅうことですから、これがずっといっても、

全く山がないということはねえですわね。三十何％は植えていく。その後はもし自然林というこ

とで、できればこの３０％を少しでも植林率を上げていく、このためにやっぱり今度の環境税を
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できれば十分使っていただければいいのかなと。植林する場合、国の補助、県の補助、町の補助

もありますよね。ことしというか、ここ本年でもいいですけど、どのくらい使っていますか。 

○議長（水元 正満君）  農林振興課長。 

○農林振興課長（中山 秀雄君）  今年度の植栽に使った金額ということで、大変申しわけあり

ません、今、手元に持ち合わせておりません。 

○議長（水元 正満君）  河野議員、続けてください。 

○議員（９番 河野 憲次君）  ことしの伐採の件数、これをひとつ教えていただきたいと思い

ます。 

○議長（水元 正満君）  農林振興課長。 

○農林振興課長（中山 秀雄君）  ２９年度の伐採届は１９２件となっております。 

 以上です。 

○議長（水元 正満君）  河野議員。 

○議員（９番 河野 憲次君）  そのうちの伐採面積はどのぐらいですか、ことし。 

○議長（水元 正満君）  農林振興課長。 

○農林振興課長（中山 秀雄君）  先ほど申しました２９年度の伐採面積が８６.９７haというこ

とですので、１９２件で８６.９７haということになります。 

 以上です。 

○議長（水元 正満君）  河野議員。 

○議員（９番 河野 憲次君）  伐採が前年度、それから前の年なんですけど、どのように伐採

の件数が変わっているか、また教えてください。 

○議長（水元 正満君）  農林振興課長。 

○農林振興課長（中山 秀雄君）  ここ数年の面積ですが、大変申しわけありませんが持ち合わ

せておりません。大変申しわけありません。 

○議長（水元 正満君）  河野議員。 

○議員（９番 河野 憲次君）  伐採届が変わっているんです。わかります。伐採届の内容が前

年とすると変わっているんです。伐採届はどんなふうに前の届けと変わったのか教えてください。 

○議長（水元 正満君）  農林振興課長。 

○農林振興課長（中山 秀雄君）  伐採届は言われますように、中部管内におきまして伐採等の

実態を的確に把握するために、１市２町で統一した要領を定めております。本年４月から施行し

ておりますが、この主な変更点でありますけど、まず伐採届け出者欄の届け出者とは別に、書類

を提出した者、それから伐採を行う事業者欄を追加いたしました。 

 それからまた、伐採届け出を提出する時点で伐採を行う上で、必要な境界確認、それから原形
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復旧等などの遵守事項の欄を新設いたしました。さらに伐採の内容を明確にするために、現場に

伐採等の届け出の表示をすることとしております。 

 以上です。 

○議長（水元 正満君）  河野議員。 

○議員（９番 河野 憲次君）  簡単に前と今との違い、簡単に言ってもらえば、またわかりや

すいんですけどね。 

○議長（水元 正満君）  農林振興課長。 

○農林振興課長（中山 秀雄君）  何点かありましたが、一番の大きなところは届け出者、そこ

に伐採を行う者、実際に伐採を行う者と提出書類を提出した者が誰かということを明確にしたと

いうのが一番大きなところだと思います。 

 以上です。 

○議長（水元 正満君）  河野議員。 

○議員（９番 河野 憲次君）  そうなんですね。だから、提出者をちゃんと義務づけたことで

すね。前、ブローカーと言っています、ああいった人たちが中間に入って、ばたばたやってしま

ったから伐採がどんどん進んでいったんです。だから、これから先は伐採件数は少なくなるはず

なんです。書類づくりは物すごくややこしくなってきたっちゅうか、手間が要り始めたといいま

すか、そういう観点で伐採はある程度少なくなるんじゃないかなと思っています。 

 山を守ることは、いわゆる水源涵養やら水害の災害防止にもつながりますからそれでいいかな

と。私ども国富町で、山で食っている人は普通おられんですかね。山で食っている人は素材生産

者ぐらいのもんです。山を切って市場に売って生活をする人ぐらいですよね。山は４０年、

５０年かかりますから、一代きりです。だから、親父が植えて子供が切って、ようやく金にする。

それじゃ飯が食えませんから、だから国富町で森林で飯食っていますよという人は、そういった

素材生産者ぐらいのもんです。４０年、５０年もかかりますから。 

 だから、それなりにそういう方はそういう形で生活をされておりますけれども、私どもはやは

り環境を守っていく、国富町の山林やらそういったものをやはり守り育てる、それが私ども国富

町に住む人間として、それは最大の責任じゃないかなとこんなふうに思っております。 

 ですから、この森林環境税を使って、できるだけ残り分、植林されていない部分に対しては、

そちらのほうに助成ちゅうか補助といいますか、そういったほうに向けていただけたらいいなと

そんなふうに思っております。 

 ぜひ、この森林環境税を使って、町もそれなりに国、県の補助事業に町自体も１０％の補助も

出しておりますから。ですから、それ以上にこの環境税を利用してもらったらいいかなとそんな

ふうに、これ来年の通常国会で正式に決まるわけですが、その用途についてはいろいろ地元に任
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せますよとか、いろんな法がうたわれると思いますので。でも、最大の環境税の目的は、やはり

地球環境、水源の涵養、そういった目的がありますので、その目的がまず一番大事であって、そ

の次にいわゆる山を守るには間伐をしたり、どうしたりしながら守ってということでありますの

で、この環境税についてぜひ町長、できるだけ山を守る姿にこの環境税を使っていただきたいと

思います。山については、環境税については終わります。 

 次いで、教育行政ですね。林業大学校がありました。よく飛ぶんです。この林業大学校も環境

税を活用した取り組みなんですけど、来年から九州初の林業大学校が開催されるということであ

ります。この中で研修課程ちゅうのがあって、職員の地方自治体の職員も研修に参加できますよ

というシステムが今度あります、この林業大学校に。その点について、今役場の職員の研修もあ

りますよね。大体１年間に何名ぐらい職員の研修ちゅうのはありますか、教えてください。 

○議長（水元 正満君）  総務課長。 

○総務課長（横山 秀樹君）  職員の１年間の研修でありますが、研修の種類には役場以外の部外

研修、部内研修といろいろございますが、４５科目で延べ３００人が２９年度の実績であります。 

 以上です。 

○議長（水元 正満君）  河野議員。 

○議員（９番 河野 憲次君）  ３００人ぐらいが、これで自治大学校あたりも行かれますよね。

この研修というのは主にどんなふうな研修が中心になります。 

○議長（水元 正満君）  総務課長。 

○総務課長（横山 秀樹君）  研修の内容でありますが、まず個人的に今の職務、業務を遂行す

るための能力を高めるための研修が主になっておりますが、それと今度は新しく係長になった新

任係長、新任課長補佐になった場合、新任課長になって職が上がった場合の研修、それとグルー

プ研修もあり、職員一人一人ではなくて、グループで同じ問題に直面していく研修にも参加させ

ております。中心になるのは市町村研修センターであります。 

 以上でございます。 

○議長（水元 正満君）  河野議員。 

○議員（９番 河野 憲次君）  それだけやっぱり職員も専門の研修を行うということでありま

すが、ぜひ林業大学校にも専門知識というコースがありますので、そちらのほうの勉強もやっぱ

りしていただいたらいいかなとそんなふうに思っております。やっぱり国富町においても、今は

農林振興課とありますので、やっぱり林業の詳しい職員という人も、私の考えではいたほうがい

いんじゃないかなと、そのように思っておりますが。ぜひ、そういった山の専門知識、これもや

っぱり職員研修をさせてもいいんじゃないかなと思っておりますが。これは町長判断になります

ね、研修に出す、出さないは。そこあたりは町長の判断にお任せします。できれば研修に参加を
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させるようにしていただきたいなと思います。 

 そうすると林業大学校の生徒というのは、恐らく急にはおらんと思うちょっとです。急に林業

大学校に行ってみようかいという人は、なかなかおらんのじゃないかなと思いますけれども、や

はり山が好きという人もおってです、山が好きだと。山が好きだければ山の仕事、いわゆる森林

組合とか製材業とかあるいは山木です、素材生産、そういったところに、製材所も、そういった

ところに就職してみようかなという子供たちもおらんことねえと思っちょっとです。そういう生

徒も子供たちもおるかもしれん。そのときはぜひ積極的にサポートしながら、これは県がやって

いますので、県もこれは補助しますけど。ですから、できれば町としてもそういう生徒が研修生

がおれば、ぜひ助成なりその方向でも進めていただきたいなと思います。 

 後先になりますけども、伐採後の、私も何回かこの山関係を質問をしていますけど、１回か

２回ぐらいは伐採後の山ぐらいは、現地を見たらどうかという点も１回質問したことがあるんで

すけど、どねですか、１回ぐらい現地に行って見られたですか。 

○議長（水元 正満君）  農林振興課長。 

○農林振興課長（中山 秀雄君）  以前から議員のほうから現場を見るように御指導いただいて

おりましたので、７月末で伐採が終わりました現場５か所は、私も現場を確認しております。 

 それから、先ほどの伐採届と面積の件ですが、今ありますので、補足で説明させていただきま

す。２９年度は先ほど申し上げました１９２件の８６.９７haでございますが、２８年度が

２５８件の１００.８７ha、２７年度が２８８件、７９.３８ha、２６年度が２１５件、

７２.１６haでございました。大変失礼しました。 

○議長（水元 正満君）  河野議員。 

○議員（９番 河野 憲次君）  ですがね、だからどんどん減っていきよっとです。山の木は上

がりよっとです、ｍ３当たりの単価は。だから、いわゆる盗伐問題やら、誤伐問題がありました。

あれで県やら何やかんや警察が入っていったり。あるいは今度のこれから先、まだ減るじゃろう

と思うんですけど、伐採届け出の書類、これはもう難しくなってきたということで自然と減るだ

ろうなと思います。山関係はこれで終わります。ひとつ、いろいろ言いましたけど、町長よろし

くお願いいたします。 

 教育行政に移ります。 

 この点については、去年第３回定例会でも質問をいたしております。教育長の答弁は、先ほど

教育長も答弁されたとおり、一緒ですね。「休業中にプールを開放するかどうかは、学校ＰＴＡ

の主体的判断に任せる」ということであります。そういうことでありましたから、今度は一般は

どんげじゃろかいと、あわせて子供のプール開放と一般開放とどうやろかいと、あわせて今回は

質問をしたところであります。 
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 ことしは暑かったです。先ほど登壇で申し上げましたように、驚異的な暑さといいますか、な

りました。いわゆるエアコンの問題も出ました。もう出るのは当たり前だと思うんです。私は余

り財政を出動しない質問のほうがいいかなと思って。この問題は余り財政出動に伴う質問じゃな

いような気がするんですけど。その点で子供を大いに教育したいと、体も心身ともに、特に夏こ

ういう暑いときには、大いに水浴びをして体を鍛えてもらいたい、そういう気持ちで質問したと

ころであります。再質問です、これは。 

 今、ことしの夏のプールの使用人数、木脇小学校、３校やっておりますかね、何人ぐらいこと

し使っていますか。 

○議長（水元 正満君）  答弁を求めます。教育総務課長。 

○教育総務課長（大矢 雄二君）  おっしゃったとおり、現在、町内の３校が開放しておりまし

て、森永小学校が６日間で２０５人、１日平均にいたしますと３４名です。八代小学校が５日間

で６８名、１日平均で１４名、木脇小学校が１１日間で３６６名、１日平均３３名です。１日平

均でやると１４から３４名なんですが、午前、午後分けて開放しておりますので、プールに入っ

ている人数というのを半日当たりで見て、利用者数は７人から１７人程度ということです。 

 以上です。 

○議長（水元 正満君）  河野議員。 

○議員（９番 河野 憲次君）  前年対比どのくらい、前年。 

○議長（水元 正満君）  教育総務課長。 

○教育総務課長（大矢 雄二君）  総計しますと、昨年度が平均で１２０名程度。今年が平均で

８０名程度ですので、大体昨年度と比べて７割程度というような状況になっております。 

○議長（水元 正満君）  河野議員。 

○議員（９番 河野 憲次君）  減っているんですか。 

○議長（水元 正満君）  教育総務課長。 

○教育総務課長（大矢 雄二君）  利用人数は、昨年度と比べたら今年度減っております。 

○議長（水元 正満君）  河野議員。 

○議員（９番 河野 憲次君）  私のほうがちょっと質問違いかな。もうちょっと増えているん

じゃないかなと思っていました。私の勉強不足で申しわけありません。 

 次に、幼児プールについても過去に質問しているんですけど、幼児プールにおいても十分検討

しますということで言われましたが、その点お願いします。 

○議長（水元 正満君）  答弁を求めます。社会教育課長。 

○社会教育課長（松岡  徳君）  それではお答えいたします。 

 幼児プールですが、先ほど教育長の答弁にもありましたように、検討は重ねております。ただ、
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施設補修等の優先しなければならない部分もありますので、多くの費用をかけなくても楽しめる

施設づくりはできないものか、現在、工夫できる方法を練っておりますので、御理解をいただき

たいと思います。 

 以上、お答えいたします。 

○議長（水元 正満君）  河野議員。 

○議員（９番 河野 憲次君）  できればお金のかからない程度の仕組みで改修と言いますか、

子供たちが楽しめるようなプールにしてもらいたいと思いますけども、法華嶽のじゃぶんこプー

ルと言いますか、流れるプール、あれは大体ことしは何名ぐらい使用されたでしょうかね。 

○議長（水元 正満君）  答弁を求めます。企画政策課長。 

○企画政策課長（瀬尾 孝徳君）  本年度の集計は、今手元にありませんが、去年は約１万

６,５００人、おととしも１万６,５００人、その前の２７年度は１万１,０００人でした。じゃ

ぶんこプールは料金も安い、水もきれいということで、非常に脚光を浴びまして増えています。

ことしは土日に台風の影響で雨が降ったので、若干、減っていると思っています。 

○議長（水元 正満君）  河野議員。 

○議員（９番 河野 憲次君）  暑かった割には減っているか。これも実際なら仕方がありませ

ん。 

 あそこは川を利用したプールというのはありましたかね。なかったですかね。じゃぶんこプー

ル、法華嶽の、流れる川のプールがあったような気がするんです。今現在どうなっていますか。 

○議長（水元 正満君）  企画政策課長。 

○企画政策課長（瀬尾 孝徳君）  九州遊歩道の橋から下流のほうにコンクリートでつくった河

川プールをつくっていたんですが、台風のたびに土砂で埋まるということで、今はもう閉鎖して

おります。もうずっと以前から閉鎖しておりますが、橋から上の河川プール、愛染川ですね、あ

そこはオープン前に浚渫しまして、自然の流れるプールと、もとからありますじゃぶんこプール

の２本立てであそこのプールは運営しております。 

 以上、お答えします。 

○議長（水元 正満君）  河野議員。 

○議員（９番 河野 憲次君）  だから下にあったプールですね、流れる、あれは使用していな

いということでしょ。要するにあの河川を利用するには県もいるだろうし、高岡土木もいります

かね。このあたりの折衝というか、先ほど台風で流れるとか何とか言いましたよね。その後の管

理の仕方はどんなふうにしているんですかね。やめたということは。 

○議長（水元 正満君）  企画政策課長。 

○企画政策課長（瀬尾 孝徳君）  九州遊歩道の橋から下流の河川プールですね。川底にコンク
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リートを張っただけなんですが、そこはもう当初から大きな台風ごとに土砂で埋まって、その浚

渫作業に費用と労力を費やすということで、もう閉鎖しております。 

○議長（水元 正満君）  河野議員。 

○議員（９番 河野 憲次君）  だから私はあそこを、結局、学校ではそういうプールはもう使

わないよ、使わせないよと、でも先ほども教育長からもありましたように、もう学校のプールは

体育館とか校庭とかそれ以外しか使わせんとじゃと、そういうことでありますから、できればあ

そこの河川のプールをもう一度、これは県やら土木がだめって言ったわけじゃないんでしょ。う

ちのほうでもう管理が大変だからやめたというわけでしょ。できればそれをもとに戻していただ

ければいいかなと、そういうお願いです。来年に向かってのお願いをしておきます。 

 いろいろ申し上げましたけれども、終わりたいと思うんですけど、プールの使用なんかは、こ

の例規集には、そうやって校庭とプールとかそういうものだけしか使用しないよと、プールは入

っていないですが、でも私はこれは町長の判断でできるんじゃないかなと思うんですよ。町長が

プールを開放しろって、町長が言えば私は開放できないことはないと思うんですよ。一般町民に

対してもですね。これは私の考えですよ。町長が開放してくれと言えば開放されるんじゃないか

なと。行政側が勉強のためにつくっている施設だけれども、私はそんなふうに感じます。 

 それから、教育長は深年小学校、本庄小学校、そしてこれを定年されて綾町に嘱託として出向

されましたですね。綾町の教育環境は十分承知だろうと思いますけれども、うちと綾町とのそう

いった環境、これはどんなふうに感じでおられますかね。ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○議長（水元 正満君）  豊田教育長。 

○教育長（豊田 畩光君）  環境ということなんですが、教育環境全体というと広くなるので、

今の例えばプール開放とかという部分だというふうに捉えさせていただきます。 

 プール開放については、宮崎市内もそうなんですけれども、開放している学校もあるし開放し

ていない学校もあるんですね。綾も含めてですけれども、学校は以前はかなり開放しているほう

が多かったんですけれども、最近は開放していないところが増えてきています。綾と比べてとい

うよりか、全体的にそれが夏休み中のプール開放の現状であります。 

 問題点は何かというと、安全と衛生の管理、この２つ両方どうするかということなんです。体

育館は割と開放しやすいし今も利用されているんですが、プールの開放となると安全管理をどこ

でどういう形でやるか、それから衛生管理、水は生き物ですので、飲める水じゃないといかんと、

プールの水質の問題がありますので、そのあたりの管理をどうするかという部分があって、全体

的に開放している学校が今少なくなってきているというふうに私は判断しております。 

 以上です。 

○議長（水元 正満君）  河野議員。 
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○議員（９番 河野 憲次君）  ですから、綾町は開放しているんですかね、していないんです

かね。 

○議長（水元 正満君）  教育総務課長。 

○教育総務課長（大矢 雄二君）  綾町は開放しておりません。ちなみにですけど、宮崎市は

４８校ありまして、ちょうど半数の２４校が開放しております。 

 以上です。 

○議長（水元 正満君）  河野議員。 

○議員（９番 河野 憲次君）  私は去年、田野町のことをちょっと尋ねましたが、田野町あた

りは、あそこで学校がプールを閉鎖したときの夏に子供が川で水死しましたよね。その後、田野

町のＰＴＡ関係者がどんなふうに考えられて行動されたのか、もし調べておられてたらお願いし

ます。 

○議長（水元 正満君）  教育総務課長。 

○教育総務課長（大矢 雄二君）  亡くなった子供さんは田野小学校でした。田野小学校は平成

２８年度から解放はしておりません。ことしも開放されていないということで聞いております。 

 以上です。 

○議長（水元 正満君）  河野議員。 

○議員（９番 河野 憲次君）  先ほど教育長のほうも申されたように、環境面やらいろいろ難

しい問題があってできないということであります。田野町の子供が水死して、それでも開放しな

いと、やはり国富町と一緒でＰＴＡやら学校の先生たちがそういうプールの管理はされているん

だろうと思いますので、そこあたりの去年の田野町の水死した子供の問題でも、やっぱり再プー

ルの開催はなかったということでありますから、それはそれなりに受けとめたいと思います。 

 最後に、私、先ほど町長にも申し上げましたように、町長がプールを開放しろと言えばできる

んじゃないかな、私の考えです。さまざまないろいろ申し上げましたけれども、ぜひ検討できる

ものは検討していただきたいなと思っております。 

 これで、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（水元 正満君）  これをもって、河野憲次君の一般質問を終結いたします。 

────────────・────・──────────── 

○議長（水元 正満君）  以上をもって、本日の日程は全て終了いたしました。 

 よって本日は、これにて散会をいたします。お疲れさまでございました。 

 傍聴者の方、最後までお疲れさまでした。ありがとうございました。 

午後２時57分散会 

────────────────────────────── 


